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一時保護等に司法が関与する場合の改正試案

２０１６年９月２６日

福岡市こども総合相談センター

久 保 健 二

一時保護

第三十三条

① 児童相談所長は、第３項の規定に基づく家庭裁判所のあらかじめ発する許可状に

より・・・・・・児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護

を行わせることができる。

② 都道府県知事は、次項の規定に基づく家庭裁判所のあらかじめ発する許可状によ

り・・・・・・ができる。

③ 家庭裁判所は、虐待等の不適当な行為により児童がその生命、身体の安全若しく

は生活環境を害され又は心理的外傷を被る疑いその他当該児童につき一時保護を行

わなければ当該児童の利益が害される疑いがあると認めるときは、児童相談所長又

は都道府県知事の申立てにより、前二項の許可状を発する。当該児童に対する虐待

の有無その他当該児童の状況等について適当な調査を行うために必要があると認め

るときも同じ。

（同意等に基づく保護）

④ 第一項又は第二項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、児童

の保護者から当該児童の一時保護の申込みがあったとき又は当該児童の保護者又は

親権を行う者若しくは未成年後見人が一時保護を行うことに同意しているときは、

家庭裁判所の許可状によらず、第一項又は第二項の一時保護を行い、又は行わせる

ことができる。当該一時保護後、保護者又は親権を行う者若しくは未成年後見人が

当該一時保護の解除を求めたときに、次項に規定する事由が認められるときは、同

項の規定による。

（緊急事態における保護）

⑤ 第一項又は第二項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、児童

に適当な保護者がない、児童が虐待を受けたことにより生じたと思われる重度の傷

害を負っている又は児童が危難を回避するため自ら保護を求める等当該児童につき

緊急に一時保護を行わなければ当該児童の利益が著しく害されるおそれがあると認

めるときは、家庭裁判所の許可状によらず、緊急に、第一項又は第二項の一時保護

を行い、又は行わせることができる。当該児童につき緊急に一時保護を行わなけれ

ば当該児童に対する虐待の有無その他当該児童の状況等について適当な調査を行う

ことができないおそれがあると認めるときも同じ。

（警察官の仮の保護）

⑥ 警察官は、要保護児童と思われる児童を発見した場合において、当該児童が児童

に適当な保護者がない、当該児童が虐待を受けたことにより生じたと思われる重度

の傷害を負っている又は児童が危難を回避するため自ら保護を求める等当該児童に

つき緊急に一時保護を行わなければ当該児童の利益が著しく害されるおそれがある

と認めるときは、家庭裁判所の許可状によらず、仮に当該児童を一時保護すること

ができる。ただし、仮に一時保護をしてから次項に規定する引渡しまで２４時間を

- 1-



2

超えることができない。

⑦ 前項の規定により児童を仮に一時保護を行った警察官は、第二十五条第一項に規

定する通告をするとともに、児童相談所（一時保護所を併設していないものを除く。）

に当該児童を移送して児童相談所長にこれを引き継がなければならない。警察官職

務執行法（昭和２３年７月１２日法律第１３６号）第三条第一項の規定により児童

を保護した警察官が同条第２項の規定により児童相談所に事件を引き継ぐときも同

じ。

⑧ 前項の規定により、児童の引継ぎを受けた児童相談所長は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、当該児童につき第一項の一時保護を行い、又は行わせなけ

ればならない。次の各号のいずれかに該当する場合であっても当該一時保護所又は

一時保護を委託される適当な者が適当な対応ができるときは一時保護を行い、又は

行わせることを妨げない。

一 当該児童が一時保護を拒絶し、その身体を拘束しなければ一時保護を行い、又

は行わせることができないとき

二 当該児童が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるとき

三 その他当該児童の心身の状況により一時保護に著しい支障のあるとき

（事後審査）

⑨ 第五項の規定により児童相談所長若しくは都道府県知事が緊急に一時保護を行い

若しくは行わせ又は第八項の規定により児童相談所長が一時保護を行い若しくは一

時保護を行わせたときは、第五項の規定による場合は当該児童相談所長が、又第八

項の規定による場合は第七項の引き継ぎをなした警察官が当該一時保護を行い又は

行わせた日の翌日から起算して七日以内に家庭裁判所の許可状を求める手続をしな

ければならない。ただし、同期間が経過する前に次の各号のいずれかに該当するこ

ととなったときはこの限りでない。

一 当該一時保護を解除したとき

二 当該一時保護につき当該児童の保護者又は親権を行う者若しくは未成年後見人

が同意したとき

⑩ 前項の許可状を求める手続が申し立てられたとき、家庭裁判所は、当該一時保護が

なされた当時において第五項又は第六項に規定する事由が認められず、かつ判断を

なす時点において明らかに当該一時保護の必要がない場合を除き、許可状を発する。

許可状が発せられないときは、当該児童相談所長は直ちに当該一時保護を解除しな

ければならない。

（一時保護の期間）

⑪③ 第一項及び第二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日か

ら二月を超えてはならない。児童相談所長又は都道府県知事は、当該一時保護の必

要がなくなったと認めるときは当該一時保護を解除しなければならない。

（一時保護期間の更新）

⑭④ 前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認め

るときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うべきことができ

るやむを得ない事由があると認めるときは、家庭裁判所の許可を得て、前項の規定

する期間を更新することができる。ただし、引き続き当該一時保護を行うことに保

護者又は親権を行う者若しくは未成年後見人が同意しているとき及び当該児童に係

る第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書の承認の申立て又は当該児童の

親権者に係る第三十三条の七の規定による親権喪失若しくは親権停止の審判の請求
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がされている場合は家庭裁判所の許可を要しない。

（現行⑤削除）

⑮ 家庭裁判所は、引き続き当該一時保護を行うべきやむを得ない事由があると認める

ときは、職権で又は児童相談所長若しくは都道府県知事の申立てにより、当該一時

保護期間の更新を許可することができる。

（異議申立て）

⑯ 一時保護が行われている児童の保護者又は親権を行う者若しくは未成年後見人は、

第十四項ただし書の申立て又は請求がされているときを除き、第三項、第十項本文

又は前項の規定により家庭裁判所がなした裁判に対して、当該家庭裁判所に異議の

申立てをすることができる。この場合、当該一時保護を行うこと又は引き続き一時

保護を行うことに同意した者が異議の申立てをするときの異議の理由は、当該同意

をした後に生じた事由に限る。

⑰ 前項の申立ては、第十五項の許可がなされたときはその前になされた第三項、第十

項本文又は第十五項の規定による家庭裁判所の裁判に対してすることができない。

⑱ 第十六項の家庭裁判所は、前項の申立てが理由のあると認めるときは、決定で、当

該一時保護を取り消す。前項の申立てが不適法又は理由のないときは、決定で、こ

れを却下する。

（不服申立て等の制限）

⑲ 一時保護に係る処分については、審査請求をすることができない。

⑳ 一時保護に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）

第三十七条の四の規定による差止めの訴えを提起することができない。

裁判所命令

第○条① 家庭裁判所は、第 28 条第 1項若しくは第 2項に係る承認の審判又は民法８３４条の２

に係る親権停止の審判をする場合において、当該児童について第 27条第 1項第 3号に

係る措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者が児童相談所そ

の他児童福祉に関わる機関の指導を受けることが相当であると認めるときは、職権で又

は都道府県知事若しくは児童相談所長の申立てにより、当該保護者又は親権を行う者

若しくは未成年後見人（以下「保護者等」という。）に対し、当該指導に従うことを命じるこ

とができる。この場合、都道府県知事又は児童相談所長は、家庭裁判所に対し、当該保

護者等が受けるべき指導の内容（保護者等が当該児童につき家庭養育ができるよう改

善すべき養育環境等の指摘を含む。）を記載した書面を提出しなければならない。

② 当該児童について前項に規定する措置がとられていない場合においても、当該児童の

家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者が児童相談所その他児童福祉に関わ

る機関の指導を受けることが相当であると認めるときは前項に同じ。

③ 家庭裁判所は、前二項の規定する指導に係る期間を、二年を超えない範囲内で定める

ことができる。

④ 第一項又は第二項の命令を受けた保護者等が前項の規定により定められた期間内に

当該指導に従わず、又は指導に従ったものの当該児童につき家庭養育ができる養育環

境に改善することができなかったと認められる場合、家庭裁判所は、同命令を受けた当

該児童の親権を行う者の親権を停止し若しくは喪失させ、又は未成年後見人を解任する

審判をなすことができる。
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⑤ 家庭裁判所は、前項に規定する審判をしないときは、当該児童が適当な家庭養育を受

けられるよう、当該保護者等に対して、自ら指導その他の適当な措置をとらなければなら

ない。

面会交流制限の考え方

三三条の家庭裁判所の許可状発付時に合わせて面会交流の制限について決定する。

緊急保護、仮の保護のときは、一時保護の翌日から七日間は児童相談所長の裁量によ

る面会交流制限ができることとし、同意・申し入れによる一時保護のときは保護者との

協議によって面会交流制限を決定する。

以 上
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に
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り
一
時
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す
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こ
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が
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。

※
家
庭
裁
判
所

は
、
当
該
児
童
の
利
益
が
害

さ
れ
る
疑
い
が
あ
る
と

き
、
適
当
な
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
許
可
状

を
発
す
る
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※
家
庭
裁
判
所
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裁
判
に
対
し
て
異
議
の
申
立
て
が
で
き
る
。
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す
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改
正
試
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（
概
要
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し
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は
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保
護
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日

以
内

に

保
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等
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意
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り
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あ
り
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間
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内
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送
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状
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則

当
初

の
一

時
保
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２
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間

の
一

時
保

護
が

可
能

家
庭

裁
判

所
の

許
可

を
得

て
一

時
保

護
の

期
間

を
更

新
す
る
こ
と
が

で
き
る

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
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保

護
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同
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が
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児
童

保
護

の
た

め
の

司
法

関
与

に
関
す

る
外

国
法

（
仏

・
独

・
英
）

の
概

要

2
0

1
6
年

9
月

2
6
日

久
保
野

恵
美
子

提
出

※
以
下
の
内
容
は

、「
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
親
権
制

度
の
見
直
し
の
必
要
性
及
び
そ
の
内
容
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

」（
平
成

2
2
年

1
月

、
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
親
権
制
度
研
究
会

）
に
添

付
さ
れ
た
海
外

制
度
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
、
日
本
法
と
の
対
応
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
（
同
報
告
書
の
ド
イ
ツ
法
部
分
は
西
谷
祐
子
（
現
）
京
都
大
学
教
授
が
執
筆

）。

フ
ラ

ン
ス

ド
イ

ツ
イ

ギ
リ
ス

児
童

の
保

護
の

た
め

の

司
法

関
与

の
枠

組
み

親
権

者
等

の
同

意
を

得
て

行
わ

れ
る
児

童
及

び
家

族
に

対
す

る
支
援

が
原

則
で

あ
る

こ
と

は
各
国

に
共

通
。

育
成

扶
助

（
民
法

3
7
5
条

以
下

）

子
が
危

険
な

状
態

に
あ

り
、
又
は
、
そ
の

発

達
が

著
し

く
損

な
わ

れ
て

い
る

と
き

、
検

察

官
、
託

児
機

関
、
子

等
の

申
立
て

又
は
職

権
に

よ
り
、
裁
判

所
が
、
在
宅

援
助
又

は
子
を

施
設

等
に

預
け

る
措

置
を

と
る

こ
と

が
で
き

る
。

在
宅
援

助
は

、
裁

判
所

が
指
名

す
る
専

門
機

関
が

行
う
。
施
設

等
に

預
け
る

措
置
は
、
裁
判

所
が

直
接

施
設

を
指

定
す

る
場

合
も
あ

る
が

、

多
く

は
、
県
の

児
童

社
会

扶
助
機

関
を
通

じ
て

な
さ

れ
る
。
い
ず

れ
に

お
い
て

も
、
裁
判

所
に

対
し

て
定

期
的

に
報

告
が

な
さ

れ
る
。

裁
判
所

は
、
子
に

対
し

て
保
健

施
設
等

に
定

期
的

に
通

う
こ

と
を

義
務

づ
け

る
こ
と

、
親

と

子
と

の
通

信
や

宿
泊

交
流

の
態

様
を

決
定

す

る
こ

と
等

が
で

き
る
。
措
置
中

に
、
日
常

的
な

行
為

に
含

ま
れ

な
い

よ
う

な
重

大
な

事
項

を

子
の

福
祉

の
た

め
の

保
護

措
置

（
民
法

1
6
6

6

条
） 子

の
福

祉
が

危
険

に
さ

ら
さ

れ
、
か
つ
、
親

が
そ

の
危

険
を

阻
止

す
る

意
思

又
は

能
力

を

も
た

な
い

と
き

、
少

年
局

等
の

申
立

て
に

よ

り
、
裁
判

所
が

親
権

の
取

上
げ
そ

の
他
の

措
置

を
と

る
こ

と
が

で
き

る
。

措
置

に
は
、

①
少

年
局

に
よ

る
養

育
援

助
等

の
公

的
援

助

を
受

け
る

よ
う

に
親

に
求

め
る

、

②
子

に
義

務
教

育
を

受
け

さ
せ

る
よ

う
親

に

求
め

る
、

③
子

の
居

住
場

所
の

探
索

の
禁

止
、

④
子

と
の

接
触

又
は

面
会

申
し

入
れ
の

禁
止
、

⑤
親

権
者

に
代

わ
る

同
意

、

⑥
親

権
の

部
分

的
又

は
全

面
的

な
取
り

上
げ
、

⑦
子

を
施

設
又

は
養

育
人

に
託

す
こ

と
の

命

令

ケ
ア

命
令

（
1
9
89

年
児
童
法

3
1
条
）

児
童
が

重
大

な
危

害
を

被
っ

て
い
る

か
、
又

は
被

り
そ

う
で

あ
り

、
か

つ
、

そ
の
状

態
が

、

親
が

与
え

る
で

あ
ろ

う
ケ

ア
が

不
合

理
で

あ

る
こ

と
又

は
親

の
制

御
を

超
え

る
こ

と
に

起

因
す

る
と

き
、

地
方

当
局

の
申

立
て
に

よ
り

、

裁
判

所
が

、
地

方
当

局
が

行
う
親

子
分
離

及
び

社
会

的
養

護
の

計
画

を
承

認
す

る
。
同

局
は

親

と
共

に
親

権
を

持
ち

、
（

施
設

入
所

や
里

親
委

託
等

の
方

法
に

よ
り

）
児

童
の
養

育
に
当

た
る

が
、
重
大

な
事
項
（

宗
教

選
択

、
外
国

へ
の
移

動
、
面

会
交

流
の

制
限
）
の
決
定

に
つ
い

て
は

裁
判

所
の

判
断

に
服

す
る

。

（
日
本
の

28
条
審

判
に

対
応
）
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2

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
き

に
は
、
裁
判

官

が
許

可
を

す
る

。

制
度
の

趣
旨

は
、
家
族

及
び
子

を
支
援

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

子
を

保
護

す
る

こ
と
。

（
日

本
の

親
権

停
止

の
枠

組
み

に
児

童
福

祉

行
政

上
の

措
置

を
組

み
込

ん
だ

よ
う
な

も
の
）

等
を

行
う

こ
と

が
含

ま
れ

る
。

制
度
の

趣
旨

は
、
子
の

福
祉
を

実
現
す

る
た

め
に

家
族

全
員

を
支

援
す

る
こ

と
。

裁
判

所
は

、
ま

ず
は

親
へ

の
訓
戒

を
行
う

な

ど
よ

り
緩

や
か

な
措

置
を

行
う

こ
と

が
多

い

（
相

当
性

の
原

則
）
。

（
日

本
の

親
権

喪
失

に
対

応
す

る
制

度
が

発

展
、
複

雑
化

し
、
親

権
を

部
分
的

に
取
り

上
げ

つ
つ

、
親

に
児

童
福

祉
行

政
上
の

支
援
を

受
け

る
よ

う
求

め
る

こ
と

が
可

能
と

な
っ

て
い

る
。
）

親
権

の
委

譲
、

遺
棄

宣
告

、
取

上
げ

育
成

扶
助

措
置

が
継

続
中

に
親

の
明

白
な

無
関

心
が

続
く

場
合

、
特
に
、
親

が
交

流
、
訪

問
、
宿
泊

等
の

権
利

を
継

続
的
に

行
使
せ

ず
又

は
義

務
を

果
た

さ
な

い
と

き
に

は
、
親

権
の

委

譲
、
遺
棄

宣
告
、
取

上
げ

の
対

象
と
な

り
、
対

象
と

な
っ

た
子

は
、
父
母

の
同
意

に
よ
ら

ず
に

養
子

と
な

り
う

る
こ

と
に

な
る

。

（
日

本
の

親
権

喪
失

に
対

応
）

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

命
令

地
方

当
局

の
申

立
て

に
よ

り
、

在
宅
支

援
を

行
う

ス
ー

パ
ー

ヴ
ァ

イ
ザ

ー
が

任
命

さ

れ
、

ス
ー

パ
ー

ヴ
ァ

イ
ザ

ー
が

児
童

を
指

導

し
、
ま

た
、
同

意
に

基
づ

い
て
親

を
支
援

す
る

(
親

の
同

意
が

得
ら

れ
な

い
と

き
は

ケ
ア

命
令

が
選

択
肢

と
な

る
）
。

（
日

本
に

対
応

す
る

制
度

は
な

い
と

思
わ

れ

る
。
）

児
童

の
家

庭
か

ら
の

緊

急
の

引
き

離
し

暫
定

的
な

育
成

扶
助

措
置

育
成

扶
助

（
上

記
参

照
）

の
聴

聞
手

続
き

を
省

略
し

た
も

の
。

期
間
：
裁

判
官

に
よ
る
場
合

は
1
5
日

以
内

検
察

官
に
よ

る
場
合

は
8
日
以

内

少
年

局
に

よ
る

一
時

保
護

裁
判

所
の

関
与

な
し

。

た
だ

し
、

遅
滞

な
く

親
権

者
に
通

知
し

、

親
権

者
が

異
議

を
述

べ
た

と
き

に
は
、
保
護

措
置
（

上
記

参
照
）
を
申

し
立
て

な
け
れ

ば

な
ら

な
い
（

2
週
間

程
度

継
続
す

る
こ
と

は

あ
り

う
る

が
数

カ
月

継
続

す
る

場
合

に
は

違
法

と
さ

れ
る

）。

緊
急

保
護

命
令

裁
判

所
に

よ
る

。

期
間

：
8
日

＋
7
日

ま
で

の
延

長

ポ
リ

ー
ス

・
プ

ロ
テ

ク
シ

ョ
ン

警
察

官
が

行
う

。

期
間

：
7
2
時

間
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福
岡
市
こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
福
岡
市
児
童
相
談

所
）
に
お
け
る
一
時
保
護
調
査
（
速
報
値
）

○
対
象
：
20

16
年
４
～
７
月
の
４
ヶ
月
間
に
一
時
保
護
を
解
除
し
た
事
例
	  

○
事
例
数
	  1
36
 

虐
待
	  3
9、
虐
待
以
外
の
養
護
	  6
4、
非
行
	  1
7、
そ
の
他
	  1
6	  

○
保
護
開
始
時
、
保
護
者
の
不
同
意
事
例
	  2
4 

内
訳
：
虐
待
事
例
	  2
1　
　
　
 

　
　
　
虐
待
以
外
の
養
護
事
例
	  3
※ 

　
　
　
　
※保
護
者
の
逮
捕
勾
留
に
よ
り
保
護
し
た
き
ょ
う
だ
い
事
例
 

　
　
　
　
　
接
見
禁
止
の
た
め
同
意
確
認
不
可
 

　
　
　
非
行
事
例
、
そ
の
他
事
例
で
は
不
同
意
事
例
は
０
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虐
待
39
事
例
の
保
護
後
の
経
過

○
39
事
例
の
う
ち
、
保
護
開
始
時
に
不
同
意
だ
っ
た
事
例
は
21
事
例
	  

○
保
護
３
日
目
ま
で
に
、
同
意
が
得
ら
れ
た
の
は
17
事
例
、
不
同
意
は
4事
例
	  

○
保
護
７
日
目
ま
で
に
、
不
同
意
4事
例
の
う
ち
1事
例
か
ら
同
意
、
不
同
意
は
3事
例
	  

○
保
護
２
ヶ
月
目
時
点
で
、
不
同
意
事
例
は
3事
例
	  

○
最
終
的
に
、
不
同
意
事
例
の
う
ち
2事
例
、
同
意
事
例
の
う
ち
１
事
例
が
28
条
申
立

39
21

4

開
始
時

18
3日

7日
2ヶ
月

2件
が

28
条
へ

3
3

1件
が
28

条
へ

17
1
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虐
待
39
事
例
の
保
護
前
後
の
経
過 39

保
護
当
日
に
通
告
が

あ
り
一
時
保
護
判
断

保
護
当
日
以
前
に
 

一
時
保
護
判
断

警
察
か
ら
の
身
柄
付

き
通
告

20

開
始
時

不
同
意

３
日
目

不
同
意
７
日
目

不
同
意

1
1

２
ヶ
月

不
同
意

1
1 11

1 1
11

9 10

○
保
護
当
日
以
前
に
通
告
が
あ
り
一
時
保
護
判
断
：
２
事
例
 

う
ち
、
１
事
例
は
保
護
開
始
時
同
意
、
１
事
例
は
保
護
開
始
時
不
同
意
 

最
終
的
に
、
２
事
例
共
に
、
２
８
条
申
立
に
	  

○
保
護
当
日
に
通
告
が
あ
り
一
時
保
護
判
断
：
20
事
例
 

う
ち
、
9事
例
が
保
護
開
始
時
不
同
意
	  

○
警
察
か
ら
の
身
柄
付
き
通
告
で
保
護
：
17
事
例
 

う
ち
、
10
事
例
が
保
護
開
始
時
不
同
意

2 17
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ま
と
め

○
４
ヶ
月
間
一
時
保
護
解
除
事
例
の
13

6事
例
の
う
ち
、
保
護
開
始
時
不
同
意
は
24
事
例

（
18

%
）
た
だ
し
、
３
事
例
は
同
意
確
認
不
可
能
事
例
	  

○
上
記
３
事
例
を
除
い
た
虐
待
ケ
ー
ス
21
事
例
に
つ
い
て
、
一
時
保
護
の
司
法
審
査
を

導
入
し
た
場
合
 

事
前
審
査
　
２
件
 

事
後
審
査
（
３
日
を
期
限
と
し
た
場
合
）
　
３
件
 

　
　
　
　
（
７
日
を
期
限
と
し
た
場
合
）
　
２
件
 

　
　
　
　
（
２
ヶ
月
を
期
限
と
し
た
場
合
）
　
２
件
	  

○
合
計
４
～
５
件
に
一
時
保
護
審
査
が
必
要
と
な
る
。
１
ヶ
月
に
約
１
件
程
度
	  

○
な
お
、
一
時
保
護
審
査
を
必
要
と
し
た
４
～
５
件
の
う
ち
、
３
件
は
２
８
条
申
立
を

行
っ
て
い
る
。
短
期
間
の
調
査
結
果
で
は
あ
る
が
、
児
童
相
談
所
の
事
務
負
担
が
多

く
増
加
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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司法関与及び特別養子縁組利用促進を必要とする事実

○ &0Ì����xÌkj¬

● �.�¤Û�ÀØÏÉÌ��ÍÊ´ÓÌÌ¯��ÊNM¹8¸Ê´4;¹*Qòi
ËèßìÞæ�ó¬

● ÂÌ|Z¯�Y�o[Ë
µ/�Ì�¾¯s	DÌ�¾¯¦��¯«yP�¸ÖÌç
íåéÜÝæ¯s	�BÔ6�~�Ì%¥¬

○ �¤=Ì����xÌkj¬

● øöñ¹R�L�¬

● *QÌ�YL��x¯iË��¡¸Ö4;ÇÌ©�{ª¹Ê´ÐÐ®`L��¢
Û�¶Ø.ÉÓÃÄ¹*Q°¬

● |ZpË¯ôø`L��¢VgÇ¯c�pÇ12¿Ã4S �Û,ÅÆ´ØÈ´µ�
3¬

○ �xuteO_Û!¼Æ¯±4;Ë·´Æ@�ÈÓË�Ô¸Ë©�¾ÙØ²³Ø´Í±4
;Ë·¼m(È#]Ì©�m(Ë·´Æ©�¾ÙØ²^�ÛÉÌÕµË�£ÀØ¸¯e
�:�ÌI�ºÈ��pÊäðáêëîðÞ3�¹�¨

国連総会採択決議!「児童の代替的養護に関する指針!」は永続性!

（パーマネンシー）を重要な目標としている
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イギリスの社会的養護、里親、養子、施設ケア等の年次推移

UK Department for Education(2015)：Children looked after in England including adoption: 2014 to 2015. 
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イギリスの社会的養護に措置されている期間（解除時調査）

UK Department for Education（2014）：Children’s homes data pack

社会的養護措置の長期化。５年以上施設措置が１万人以上。
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家族との交流がないまま社会的養護に留まっている児童が１万
人以上

「自立まで現在のまま」社会的養護に留まる児童が２万人  
そのうち、施設に留まる児童が約１万６千人

- 16-



平成12 14 16 18 20 22 24 26

688

6
3

2
3

2
3

1

144145147143

115
106

85
75

65
53

41
272423

1617

里親委託児童数の年次推移（H12～H27、福岡市）  
（当該年度特別養子縁組に移行した児童数を上乗せ）

年度末における里親委託児童数

当該年度中に委託解除・特別養子縁組成立児童数（H17～27）

特別養子縁組への取り組みと限界事例

e

k.U(J�la��8r|t:�b�IF~" PA�|om�3�Yqx�}b
�IF~�"���md0[b�IFz�l~R{~7=^�r4�u{}bR�Q
K���

k�c�_~
*�zS6

f
k.U(J�la��8r|ox�lR}:�b�IF~'V�Oprl" PAr
���|o��G\mbL]R}�Tvy+�rG\m

k	D?X&<
vCyzS6

g

k.U(J�la��8rrZHqy+�G\mRrO-�/;$zn�{W��O
ol:�b�IF�M	D{
,mbL]Rz�|tb�IF]R}�T'Vm�3
>zlb�IF)~]R�T}�6�r�`m

k�c�_~*
�zS6m	D
?X&<vCy
zS6

h
k5R~:�b�IF�"r���x�~~l%E�~9~�"r�`mR�^�
���~<vCyrO��|o��l]RbLrG\m

k	D?X&<
vCyzS6

i

kN����mR2K��"~x�fj1�
z]R�Tm]R�:�b�IF~"
��n��~~lR}bR~��!��@���u{}���#wl:�b�IF}B
Ozs|o��G\

kbR~��!
������_l
	D?X&<v
CyzS6

○ 里親委託措置・特別養子縁組経験の積み重ねの中で職員の意識変革、パーマネン
シー（永続性）の重要性を認識!

○ 養子縁組・パーマネンシー保障への積極的な取り組み  
親の同意を取るための積極的なケースワーク、常勤弁護士による法的なバックアッ
プ、特別養子縁組成立件数の増加!

○ 限界事例への取り組み
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特別養子縁組の限界事例の特徴と課題
○ #FFCÌ¦�r�¹*Q°b¹#F¿Æ´ÆÓ¯�7ï¤-¿Æ´Øh�¸ÖÌ#
F >¹%¥°5�ÌéíãâÇ#F�#F¹TÖ¸ËÊØ¸Ó¿ÙÊ´¹¯�#FË
ÊØ"�DÓ³×¯©����Ì@lp�J¹+º´¬

○ #F¹>ÖÙÊ´ÐÐ¯§	�f¹�9ËÚÃÅÆ�}¶Æ´Ø�Û±�\²ÈK¶Æ¯
�xq�H¹n¿wÆÛÀØ½ÈË@lp�JÍÊ´°¿¸¿¯4�Ç�ÒÖÙÊ´"
�DÓ³×¯©����¹n¿wÆØ@lp�JÍºÚÒÆ+º´¬

○ �<àðâyÌ�Ë©�Ì��E'ËÜÞãâÇºØk�Ì�zÑË·´Æ¯©.�
zË�Ñ�Ø½ÈÍ©����ÎÌ@lp�JÍ+º»¯Gw=Ó@lp�JÍ�.
ÈÓË�»¬

○ �^$,�Ô÷`Û�¶Ã�ÇÓ¯W�©.�zÇc�D�£¹"�È´µF�Ó
³Ø°¿¸¿¯.ÉÓËÈÅÆÍ¤�¯?�Ì"�D¹³×¯ep�. �ÌaØ½ÈÍ
©�Ì@lp�JËÊ×µØ°W�©.�z¹AÁ¿Óc�D�£ÈÍ�´�ÙÊ´¬

○ s	p©�L�¸Öi�©.�zÎÌv�Í¯epË�12ÇXUÊõ�Ì�. �
Û¯epË12¿Ã�. �Û�_�ÀØÓÌ°¿¸¿Ê¹Ö¯½Ìv�Í¯hbËÈÅ
ÆÍ��Êd2Ç³Ø½ÈËÍ)Ú×ÍÊ»¯©�¹n¿wÆØÌÇÍÊ»¯�pËn¿
wÆØ½È¹��Ç³Ø
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PLACEMENT!ORDER
○ UK! Department! for! Education：Children! looked! after! in! England! including! adoption:! 2014! to! 2015.!

Children!looked!after!in!England!including!adoption:!2014!to!2015.!!

• Placement!order!is!a!court!order!which!gives!a!local!authority!the!legal!authority!to!place!a!child!for!
adoption!with!any!prospective!adopters!who!may!be!chosen!by!the!authority.!Only!local!authorities!
may!apply!for!placement!orders.The!order!continues!in!force!until!it!is!revoked,!an!adoption!order!is!
made!in!respect!of!the!child,!the!child!marries,!forms!a!civil!partnership!or!the!child!reaches!18.!

○ UK! Department! for! Education：Court! orders! and! preIproceedings! For! local! authorities! April! 2014!

Chapter!3:!Care,!Supervision!and!Placement!Orders!!

• 25.All! evidence! and! assessments! on! which! the! local! authority! intends! to! rely! in! support! of! its!
application! should! be! upItoIdate.!When!making! an! application! for! a! placement! order,! the! local!
authority! must! complete! and! quality! assure! the! placement! order! application! and! associated!
documentation.! The! local! authority! must! ensure! that! the! information! is! clearly! presented! in! a!
succinct! and! analytical! form! which! focuses! on! the! essentials! of! the! case! and! the! rationale! for!
bringing! it! to! court.! The! application!must! clearly! state!why! the! parents! cannot! parent! the! child,!
what!other!realistic!permanence!options!have!been!considered!and!rejected,!and!why!adoption!is!
the!only!permanence!option!that!meets!the!needs!of!the!child.!!

• 26.Usually! the! prospective! adopter!will! not! yet! have! been! identified! at! the! time!of! a! placement!
order!application,!but!where!they!have!been!and!their!identity!is!not!to!be!disclosed!to!members!of!
the!birth!family,!it!is!vital!that!no!information!which!might!disclose!their!identity!or!whereabouts!is!
contained!the!in!the!report.!If,!however,!it!is!relevant!and!needs!to!be!included,!it!should!be!given!
on! a! separate! sheet! with! a! notice! emphasising! the! importance! of! not! disclosing! it! to! the! birth!
family.!In!any!case,!where!the!identity!of!the!child’s!current!carers!or!the!whereabouts!of!the!child!
needs!to!be!protected,!this!must!also!be!made!clear.

PLACEMENT!ORDER
○ UK! Department! for! Education：Children! looked! after! in! England! including! adoption:! 2014! to! 2015.! Children!
looked!after!in!England!including!adoption:!2014!to!2015.!!

• Placement! orderとは、自治体によって選ばれたいずれかの養親候補者に対して、子どもを措置できる
法的権限を自治体に裁判所が与えるもの。この申請は自治体のみが可能である。この命令はadoption!
orderが出されるまで、あるいは、子どもが結婚、１８歳到達、civil!partnershipを形成されるまで有効!

• UK!Department!for!Education：Court!orders!and!preIproceedings!For! local!authorities!April!2014!Chapter!
3:!Care,!Supervision!and!Placement!Orders!!
• 25.! 地方当局がその申立ての裏付けとして信頼するあらゆる証拠および評価の情報は、常に更新する
こと。Placement! orderを申し立てる際は、地方当局はplacement! order申立書および関連文書を不備な
く作成し、その質を保証しなければならない。地方当局は、当該情報が簡潔な分析様式で当該事件
の要点ならびに裁判所に提出する根拠に焦点を合わせて明示されていることを保証しなければなら
ない。申立書では、親が当該子どもを養育できない理由、検討および却下された他の現実的な
permanenceの選択肢、ならびに養子縁組が当該子どものニーズを満たす唯一のpermanenceの選択肢
であることを明示しなければならない。!

• 26.! placement! order申立時に、将来の養親がまだ特定されていないことは多いが、その養親が特定さ
れている場合、および養親の個人情報が生物学上の家族に開示されていない場合は、養親の個人情
報または居所を開示し得る情報が当該報告書に含まれていないことが必要不可欠である。しかし、
それらの情報が重要であり、記載する必要がある場合は、生物学上の家族に対する不開示を重要視
した通知を別紙に添付して提出すること。当該子どもの現在の養育者の個人情報または当該子ども
の居所の情報を保護する必要がある場合は、その旨も明示しなければならない。
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ADOPTION!ORDER
○ UK!Department!for!Education：Court!orders!and!preIproceedings!For! local!authorities!April!
2014!Chapter!5:!Adoption!orders!

• 2.! A! child! be! comes! adopted! when! an! adoption! order! is! made.! When! this! happens,!
parental!responsibility!is!removed!from!the!child’s!birth!parents!and!others!with!parental!
responsibility!and!awarded!to!the!adopter.! In! law!the!child! is! treated!as! if!he!or!she!had!
been! born! to! the! adopter,!who! becomes! responsible! for! looking! after! the! child! and! for!
making!all! the!key!decisions!about!him!or!her! in!the!same!way!as!any!other!parent.!The!
legal! relationship! between! the! child! and! members! of! the! birth! parents’! families! is!
terminated.! The!adoption!order! continues! in! force! throughout! the! child’s! life!unless! the!
order!is!set!aside;!this!is!extremely!rare.!

• 5.! The! local! authority! should! discuss! the! timing! of! any! application!with! the! prospective!
adopters!and!provide!them!with!the!information!from!the!child’s!case!record!necessary!to!
complete!the!application!form.!This!will! include!whether!the!parents!have!given!advance!
consent!to!the!making!of!the!adoption!order,!giving!them!a!copy!of!any!placement!order!
and!the!child’s!birth!or!adoption!certificate!as!well!as!information!about!court!proceedings!
relating!to!the!child’s!full!or!half!blood!siblings.!When!it!is!important!that!the!prospective!
adopter’s!identity!is!not!disclosed!to!the!child’s!birth!parents,!the!local!authority!should!
also!advise!the!prospective!adopters!that!the!court!can!allocate!them!a!serial!number.!
Any! documents! sent! to! the! birth! parents! will! show! the! serial! number! and! not! the!
personal!details!of!the!prospective!adopters.!If!the!prospective!adopters!are!required!to!
attend!the!same!court!hearing!as!the!birth!parents,!the!court!will!make!arrangements!to!
ensure!their!identity!is!protected.

ADOPTION!ORDER
○ UK! Department! for! Education：Court! orders! and! preIproceedings! For! local! authorities! April!

2014!Chapter!5:!Adoption!orders!

• 2.Adoption命令が発行された子どもに対して養子縁組が行われる。養子縁組が行われ
た場合、親責任は当該法律では、他の親と同様に子どもを保護下に置き、子どもに
関して重要な決断を下す養親のもとに生まれた者と.して当該子どもを扱う。.当該子
どもと生みの親の家族との法律上の関係は終了する。Adoption命令の効力は、当該子
どもの生涯にわたって持続する。ただし、当該命令が無効となった場合を除くが、こ
れは極めてまれである。!

• 5.地方当局は、申し立てる時期について将来の養親と協議した上で、申これには、親
がadoption命令を申し立てることに事前に同意したか否かに関する情報も含まれ、将
来の養親には、placement命令、当該子どもの出生証明書または養子縁組証明書の写
し、ならびに当該子どもの兄弟姉妹または異父・異母兄弟姉妹に関する裁判手続き
に関する情報が提供される。将来の養親の個人情報が当該子どもの生みの親に開示
されないことが重要となる場合、地方当局は将来の養親に対して裁判所が通し番号を
割り付けることができることについても助言すること。生みの親に送付する書類には
通し番号が記載され、将来の養親の個人情報が詳述されることはない。将来の養親
が生みの親と同じ審理のため出廷する必要がある場合、裁判所は将来の養親の個人
情報が確実に保護されるよう調整する。
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施設入退所調査と英国研修に基づく「家庭移行支援」の試み 
―在宅支援と社会的養育の現代化を目指して― 

 
こども支援課 家庭移行支援係 

 
はじめに 
福岡市こども総合相談センター（以下，当所）では，乳児院及び児童養護施設（以下，施

設）入所児童の家庭復帰や里親等委託，必要なら特別養子縁組といった家庭移行支援を充実
させるため，2016 年 4 月，「家庭移行支援係」が新設されました。当所はこれまで，国が示
した親子関係再構築や里親委託優先の原則の実現に取り組んできてきましたが，今年度取
り入れられた「家庭移行支援」は，実家庭や特別養子縁組・里親等の家庭への移行に加えて，
実家庭養育の維持（以下，家庭維持）や家庭復帰に必要な在宅支援と地域サービスへの資源
の移行を包む概念です。これは，英国の実践をもとに欧州で推進されている児童・障がい者・
高齢者等の「施設ケアから家庭と地域を基盤としたケアへの移行 i」(Transition from 
institutional to family-based and community-based care)に着想を得た試みです。 
家庭移行支援係が設置された背景には，当所において 2015年 11月～2016年 1月に実施

した施設入退所調査で明らかとなった児童養護施設入所の長期化や家族交流状況等の実態，
及び 2016 年 2 月に所長はじめ 3名が参加した英国での家庭養護推進視察研修（LUMOSii・
日本財団共催)等で得られた知見があります。 
本稿では，第 1 章で，施設入退所調査の結果と考察を述べて本市の社会的養育の現状を

確認することで家庭維持や永続的家庭保障の観点から課題を提示し，第 2 章で，英国研修
や文献等から学んだ具体的な英国の家庭移行支援及び施策に触れ，第 3 章で，施設入退所
調査結果(第 1 章)と英国の知見(第 2 章)を踏まえて当所が取り組み始めている家庭移行支援
の試みと必要施策について報告します。 
 
 
第 1章  施設入退所調査の結果と考察 （現状と課題提示） 
 
調査実施の端緒，目的，方法 
福岡市は 2005 年からNPOと共働で里親普及に取り組み，2004 年度から 2013 年度まで

の里親委託率の伸び率が全国 1 位となり，2014 年度末時点の里親委託率は 32.4%でした
（国の同年度末目標値は 16%）。しかしながら，社会的養育の大部分を現在も施設が担って
おり，措置権者である児童相談所として，施設入所児童に対し，家庭環境で育つ権利を保障
（実家庭への復帰，特別養子縁組への移行，里親等への措置変更）するための支援や施策を
十分に届けられているか，必要以上に施設入所が長期化していないかなどを検証する必要
がありました。そこで，当所が措置している施設入所児童について，入退所状況や家庭状況，
家族との交流状況等の調査を実施し，続く英国研修での学びとあわせて，次年度以降の当所
や本市の取り組みに活かすことを目指しました。 
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具体的な調査目的は，施設入退所の全体像を把握し，家庭維持，家庭復帰，親族･里親等
養育，養子縁組の推進に必要な支援の対象･方法･体制及び地域資源を特定することでした。 
調査の方法は，3 年間(2012.11.1～2015.10.31)に施設入退所した全児童の入所期間･退所

理由･年齢等の集計，2015.11.1 時点の施設入所児童(乳児院 33 名･児童養護施設 274 名)の
入所理由･家庭状況等に関する児童福祉司への質問紙調査，及び 3 年以上児童養護施設に入
所している全児童と親族の 1 年間(2014.11.1～2015.10.31)の交流頻度等に関する施設への
質問紙調査を用いました。結果の公表にあたり，個人が特定される情報は含んでいません。 
 以下，調査の結果と考察を記します。 
 
(1) 児童養護施設入所の長期化と乳児院からの継続入所児童 
児童養護施設に入所している 274名の入所期間(児童養護施設入所日起算)は，平均 5.0年，

3 年以上 6 年未満 66 名(24.1%)，6年以上 9年未満 37 名(13.5%)，9 年以上 54 名(19.7%)で
した。3年以上入所児童割合 57.3%(157名)は厚労省全国調査(H27.3.1)の 60.3%に近く，本
市も全国的な児童養護施設入所の長期化傾向の例外ではないことがわかりました。 

274 名のうち乳児院から継続して入所している児童は 76 名(27.7%)に上り，乳児院から
児童養護施設への措置変更児童は年平均 6 名（2012.4.1～2015.3.31）でした。3 年以上の
入所児童のうち乳児院からの継続入所児童が占める割合は 36.9%(58 名)，9 年以上では
50.0%(27名)でした。（図 1） 

 
 
考察：乳児院入所児童に対する家庭復帰又は特別養子縁組による永続的家庭保障，あるいは
里親等委託による家庭養育への移行に重点を置き，乳幼児の児童養護施設への措置変更を
不必要に実施しないことが，全体として施設入所長期化の予防につながると考えられます。 
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図1

90名(32.8%)が
乳児院入所を経験したことがある

76名(27.7%)が
乳児院から継続して入所している

9年以上入所している児童54名のうち
50%(27名)が乳児院からの継続入所児童である
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(2) 退所理由と入所期間からみえた「3年の壁」 
過去 3 年間(2012.11.1～2015.10.31)に児童養護施設を退所した児童 184 名のうち，家庭

復帰は 89 名(48.4%)，18歳又は措置延長期限の年齢到達による退所 57名(31.0%)，他の児
童養護施設への措置変更 11 名(6.0%)，里親等委託 9 名(4.9%)，その他 18 名(9.8%)でした。 
家庭復帰した児童の 75.3%(67 名)が入所期間 3 年未満であった一方，入所期間 3 年以上

であった退所児童の 64.7%(55 名)が年齢到達による退所でした。（図 2） 

 
 
考察：児童養護施設入所後 3年を超えると家庭復帰となる児童は減り，多くの場合，高校卒
業の年齢まで長期入所となる傾向がうかがえます。これは，入所後 3 年間の家庭支援や親
子関係再構築支援の重要性を示唆すると同時に，入所後 3 年を超えて長期入所の可能性が
高まった児童に対し，永続的な家庭（特別養子縁組等）又は里親等の家庭養育をどのように
保障していくかという課題を我々に突き付けています。 
 
(3) 3年以上入所している児童の長期見通し変化と家族交流頻度 
そこで，3年以上児童養護施設に入所している児童 157名の現状を把握するため，入所時

と現在の長期見通しの変化，及び実親等の家族との交流頻度を調査しました。 
 
長期見通しの変化 
 まず，157名のうち 57.3%(90名)に現在家庭復帰見込みがないことがわかりました。また
入所時の長期見通しが家庭復帰であった 101 名のうち 45.5%(46 名)に現在家庭復帰見込み
がないことがわかりました（図 3-1）。 

児
童
数

児童養護施設入所期間（年数）

児童養護施設退所児童の退所理由と入所期間
：3年間(2012.11.1-2015.10.31)の退所児童 N=166*

*その他(移管，家裁送致，自立援助ホーム入所等)9.8%を除く

実親又は親族宅への家庭復帰
里親等(親族里親･養育里親･FH)委託
年齢到達による措置解除(18歳到達又は措置延長後の退所)

・家庭復帰した児童の75.3%が入所期間3年未満

・入所期間3年以上の退所児童の64.7%が年齢到達退所

図2
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家族交流頻度 

3 年以上児童養護施設に入所している児童 157 名と家族の直接接触(面会･外出･外泊の合計)

回数は，年 0 回 29名(18.5%)，年 1～3回 36 名(22.9%)であり，3年以上入所児童の 41.4%
が年 3 回以下しか交流がありませんでした。年 12 回以上は 35 名(22.3%)でした。（図 3-2） 
接触 0 回であった 29 名の入所理由(第一主訴)は，ネグレクト 6 名，養育者の精神疾患・

障害 4 名，経済困窮 4 名，棄児 3 名，就労 3 名，身体的虐待 2 名，養育者の知的障害 2 名
であり，当所が親に施設名を知らせていない又は面会制限をしている児童は 0名でした。 

 
考察：入所後 3 年を超えた児童の多くが高卒年齢で退所となることから，年間交流回数 0 回
の 29 名(18.5%)をはじめ家族交流が希薄な児童は，所属家庭のないまま自立を強いられる
可能性が高いといえます。この事態を防ぐには，交流を妨げる家庭事情や意欲低下への働き
かけなど入所後の持続的な交流支援が求められる一方，交流支援の結果として交流増加等
が見込めない場合は，3 年を待たず早期に見極め，永続的家庭を保証する特別養子縁組ある
いは里親等への移行支援が必要であると考えられます。反面，家族交流の多い児童は継続交
流できる家庭状況にあると考えられ，家庭復帰支援の検討対象となりえます。 
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(4) 施設入所理由と家庭維持 
 家庭復帰支援や入所に至る前の家庭維持に必要な地域サービスを考える重要指標となる
のが入所理由です。なぜ施設入所に至ったのかを考察することは，どうすれば家庭維持や家
庭復帰できるのかに直結するからです。入所理由間の児童数の多寡を分析することは，拡充
が求められる地域サービスの種類や優先順位，必要量を特定する根拠となりえます。 

3 年間(2012.11.1～2015.10.31)に施設入所した児童 270名の入所年齢をみると，0-3歳と
13-14 歳にピークがみられ，3 歳未満が 105 名(38.9%)，6 歳未満が 141 名(52.2％)でした。 
児童養護施設入所中の児童 274 名の入所理由は，ネグレクトが最も多く，続いて身体的

虐待，養育者の精神疾患･障害，養育者の拘禁，経済的理由，養育者の就労でした（図 4-1）。 

 
同 274 名のうち，入所時に，①生活保護又は非課税世帯であった児童は 70.0%（図 4-2），

②母子家庭であった児童は 46.4%（図 4-3），③精神疾患診断のある親をもっていた児童は
25.2%(69名)，④6歳未満であった児童は 51.1%(140 名)でした。 
同 274 名のうち入所理由がネグレクトであった児童 52 名について同じ構成割合をみる

と，それぞれ 52 名のうち①77.1%，②53.1%，③17.3%(9 名)，④67.3%(35名)でした。 

   
考察：施設入所理由のマジョリティは，低所得・母子家庭が重複したネグレクトであり，特
に乳幼児期のネグレクトが多いこと，次いで父母からの身体的虐待，実母の精神疾患，実父
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母の拘禁，実父の就労が理由となっていることがわかりました。よって，施設入所となる児
童の中には，経済的補助，子育てを補完するホームヘルプサービス，親の治療支援，保育等
の地域サービス拡充によって家庭維持や家庭復帰が可能となる児童が一定数含まれている
と考えられます。これらの拡充はニーズの早期把握や児童の安全確保にも寄与します。 
 
(5) 特別養子縁組が適当と判断される児童数と阻害要因 
 しかしながら，支援の結果，家庭維持や家庭復帰（実家族による永続性保障）が見込めな
い児童に対しては代わりの永続的家庭となる特別養子縁組が重要な選択肢となります。 
 調査日(2015.11.1)現在，市内乳児院入所中の児童 33名のうち将来的にも家庭復帰が見込
めないと担当児童福祉司が判断した児童は 12 名であり，うち 2名は養子縁組里親委託が決
定していました。残り 10名は，父又は母へ特別養子縁組未提案 3 名，父又は母へ特別養子
縁組を提案したが不同意 5 名，児童の障害による養親候補不在 1 名，父母同意以外の手続
上の課題 1 名でした。不同意 5 名のうち 2名は養育里親委託が決定していました。 
 同じく児童養護施設入所中の児童 274 名のうち将来的にも家庭復帰が見込めないと担当
福祉司が判断した児童は 136 名(入所期間 3 年以上では 90 名)であり，うち 46 名にとって
特別養子縁組が適当であるとの福祉司回答でしたが養子縁組里親委託予定は 0 名でした。
46 名のうち 36 名が児童の高年齢による養親候補不在又は 6 歳以上のため特別養子縁組未
提案であり，5名が父又は母へ特別養子縁組提案したが不同意，その他 5名でした。 
考察：調査日時点で少なくとも施設入所中の 10名が，将来的に家庭復帰が見込めないにも
かかわらず父母の不同意により特別養子縁組による永続性保障を実施できなかったことが
わかりました。また，年齢の高い児童 36 名については，家庭復帰見込みがないにもかかわ
らず養親候補不在や 6 歳未満要件により特別養子縁組提案にすら至らず，永続的家庭の保
障が断念されている実態が明らかとなりました。これら 46名の児童は，所属する家庭や頼
れる家族のないまま高卒年齢での措置解除を迎える可能性が高いと考えられます。今回は
未調査ですが，所属する家庭がないまま措置解除となった人たちのその後の家族との関係
や社会適応状況は大きな課題であると思われます。 
 
(6) まとめ 
 児童養護施設入所児童の 57%(157 名)が入所後 3 年を超えており，うち 36.9%(58 名)が
乳児院入所後一度も家庭を経験していません。入所期間 3 年を超えると高卒年齢まで長期
入所となる傾向がみられ，3 年以上入所児童の 41.4%が年 3 回以下しか家族交流がない状況
です。入所の多数派は低所得やひとり親を伴う乳幼児期のネグレクトであり，経済的補助，
ホームヘルプサービス，保育等により安全に家庭維持や家庭復帰できる可能性があります。 
 このことは，在宅支援と地域サービスの拡充による入所前の家庭維持と入所後 3 年以内
の交流促進や家庭復帰支援が重要であることを示しています。一方，入所後 3 年を超えて
家族交流がない児童 29 名(18.5%)をはじめ，所属する家庭や頼れる家族のないまま自立を
強いられる児童も多いため，家庭復帰見通しを早期に評価して代わりとなる永続的家庭を
確実に保障する仕組み（父母が不同意のときの手続や 6 歳要件の緩和等）の確立，あるいは
養育里親の開拓と委託後の十分な支援が急がれます。 
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「一時保護への司法関与」についての意見

平成２８年９月２６日

峯 本 耕 治

９月２６日の検討会議に出席できませんので、下記のとおり、意見を述べさせていた

だきます。

なお、今回は、一時保護への司法関与の導入について意見を申し上げ、その他の司法

関与制度及び特別養子縁組に関する意見については、あらためて述べさせていただきた

いと思います。

記

第１ 一時保護への司法関与の必要性と児童相談所の体制整備の不可欠さ

１ 一時保護への司法関与の必要性について

(1) 虐待防止の取組は、子どもと家族への支援を主たる目的とする活動ですが、他

方で、子どもの生命・身体の安全への重大な危険が認められる場合には、重大な

人権制限を伴う強制的な親子分離が必要となり、また、調査や支援サービスの提

供場面においても親による任意の協力や受入が得られない場合には、時に親の意

に反する強制力の行使が必要となります。

そのため、虐待防止手続においては、不当な権利侵害を防止して、その適法性

を担保し、同時に、強制力を確保するために、様々な手続段階において司法関与

が求められており、イギリス・アメリカ等の諸外国の虐待防止制度においても各

手続段階において司法が決定的に重要な役割を担っています。

日本でも、過去１０年間にいくつかの制度改正が行われ、少しずつ司法関与場

面が増加してきていますが、司法関与に関する総合的な制度設計と児童相談所・

裁判所双方の体制整備を欠いた中でのマイナーチェンジに留まっており、その意

義・実益を十分に感じることができるものになっていません。

(2) 虐待防止手続の中でも、一時保護手続は、生命・身体に重大な危険が認められ

る場合に、緊急的・強制的に親子分離を図る制度で、重大な権利制限を伴うもの

であるため、不当な権利侵害を防止し、その適法性を担保するために、本来、典

型的に司法関与が求められる手続です。

この点において、何らの司法的チェックのないままに児童相談所長のみの判断

で長期間にわたって親子分離を可能にする現在の日本の一時保護制度は、極めて
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特殊なものであり、本来、その適法性を担保するために、司法審査を導入する必

要性があることは明らかであると思われます。

(3) また、一時保護の強制力・実効性の確保という観点からも、司法関与の必要性

が認められます。

現在の一時保護制度は、児童相談所長のみの判断によって実行できる、ある意

味で極めて強力な制度ですが、他方、司法判断の裏付けがないため、①親による

激しい抵抗や攻撃が予想される場合、②親からの強硬な引き取り要求が予想され

る場合、③行政不服申立等により一時保護の適法性が争われる可能性が高い場合

（実際に、争われるケースが増加しています）等には、自信をもって権限を行使

することが難しく、それが、本来必要な一時保護の実行を躊躇させる要因になっ

ていると思われます。一時保護の件数に大きな地域偏差があるのは、児童相談所

が自信を持って、権限を行使できない状況があることに一つの原因があるのでは

ないかと思料されます。

この一時保護の強制力、実効性確保の観点からも、要件・効果を明確にすると

共に、少なくとも、一定期間以上の一時保護については司法審査を必要とするこ

とによって、児童相談所が、裁判所のお墨付きの下で、より安定的・実効的に一

時保護を行うことが可能になるものと思われます。

２ 児童相談所の人的体制・組織体制の整備の不可欠さ

(1) 上記のとおり一時保護への司法関与の必要性は明らかですが、他方、一時保護へ

の司法審査の導入には、児童相談所の人的体制・組織体制の整備が不可欠であり、体

制整備がないままの見切り発車的な司法審査の導入は、絶対に避けなければならない

と考えます。

その理由は、一時保護への司法審査の導入は、その件数の膨大さから、児童相談所

の業務量・手続負担の著しい増大を招くことになり、体制整備がないまま導入してし

まうと、①児童相談所に一時保護を躊躇させる（一時保護の実行を消極的にさせる）

要因となること、②その他の支援業務に支障・しわ寄せが生じることが、確実だと思

われるからです。これは、抽象的な懸念や危惧感ではなく、極めて現実的・具体的な

リスクです。

そして、言うまでもなく、一時保護は、緊急性・要保護性の高いケースに実施され

ることが予定されているものですから、児童相談所による一時保護の躊躇・消極化は、

子どもの命に直結する問題となります。

少し誇張した言い方をすれば、体制整備がないまま司法審査を導入してしまうと、
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導入の翌年から、一時保護数が大幅に減少し、同時に、死亡事案が増加するという、

目も当てられない事態が実際に生じかねないと思います。

(2) この点において、一時保護への司法審査の導入は、これまで実施されてきた裁判

官の許可状による臨検・捜索や親権一時停止制度等における司法関与とは、本質的に

異なります。

臨検・捜索制度や親権一時停止制度は、いずれも、裁判所のお墨付きを得ることが

できる制度を新たに創設することによって、無条件に児童相談所の権限強化につなが

るものです。その利用件数も、臨検・捜索は１件（平成２６年）、親権停止制度は１

２件（平成２６年）、１５件（平成２７年）と、極めて限られた件数にとどまってお

り、全体としてみたとき児童相談所の業務量に与える影響は極めて限定的なものです。

(3) これに対し、一時保護への司法審査の導入は、現在の児童相談所（長）の権限を

制限して司法審査の手続を必要とするものであり、しかも、一時保護の件数は膨大で

あるため、司法審査の導入によって児童相談所の業務量・負担は著しく増大すること

になります。

具体的には、一時保護の総件数は平成２６年度で３５，１７４件、そのうち、児童

虐待を理由とする件数に限っても１６，８１６件に及んでいます。年々増加傾向が認

められ、児童虐待を理由とする一時保護数については平成１２年度の２．７３倍とな

っています。自治体ごとに件数の偏差は見られますが、日本の児童虐待問題の現状と

その取組状況からすると、今後も子どもの安全確保のために、より積極的に一時保護

を実行していかなければならない状況・傾向が続くものと予想されます。

その中でも、大阪の件数は非常に多く、平成２７年度の大阪府子ども家庭センター

の一時保護件数は２０７５件、大阪市子ども相談センターの件数は約１０００件に上

っています。

大阪府の子ども家庭センターだけで、年間２０００件を越える一時保護が実施され

ているわけで、この数字は、一日平均でみると５．５件～６件となります。大阪府に

は６つの子ども家庭センターがありますので、各センターが、平均すると毎日１件弱、

休日を除くと一日１～２件の割合で一時保護を実施していることになり、仮に現在の

一時保護の全てに司法審査を導入することになると、いわば、毎日、裁判所に司法審

査の申立てを行わなければならない状況が生まれるわけです。

(4) 司法審査の申立にあたっては、少なくとも、①調査に基づく証拠資料の準備・作

成、②申立書の作成、③裁判所への申立手続、④裁判所に出向いてのヒヤリング等の
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手続が必要で、しかも、これらの手続を迅速に進めることが求められます。そして、

当然のことながら、これらの各手続においては、児童相談所内の対応会議・検討会議

が必要となります。

いかに手続の簡易化を図っても、これらの手続に伴う業務量の増大には著しいもの

があります。しかも、裁判所への申立ということになると、より正確性・専門性が求

められることになりますので、担当ワーカーやＳＶの負担感もたいへん大きなものと

なります。

児童相談所のワーカーが、在宅・分離ケースを含め、極めて多数のケースを抱えて

いる現状の中で、これらの業務を追加的に担うことは不可能であり、児童相談所が現

体制のままで、業務量・負担の増大分を吸収することは、現実的に不可能です。

(5) もちろん、司法審査の対象を、たとえば「児童虐待を理由とする一時保護のうち

同意が得られない一時保護に絞る」、「事後審査の時期を遅らせる」等の方法により、

対象数の絞り込みを行うことは可能です。

しかし、仮に、対象件数を、児童虐待を理由とする一時保護数（平成２６年度１６，

８１６件）の５０％に絞り込んだとしても約８０００件、３０％で約５０００件、２

０％で約３４００件、１０％で約１７００件に上りますので、それに伴う業務量の増

大が、既に飽和状態にある現在の児童相談所の吸収可能性（キャパ）を越えているこ

とは明らかだと思います。

(6) そのため、現在の人的体制・組織体制のままで司法審査の導入を行うと、結果と

して、児童相談所に一時保護の実行を躊躇させ、消極的にさせる状況を、確実に生む

ことになります。

また、それだけでなく、司法審査の準備・手続に相当の業務時間が取られる結果、

児童相談所の本来的業務である在宅支援や再統合支援の業務に支障や、しわ寄せが生

じることが避けられません。

同様の問題点は、児童福祉法第２８条２項但書の更新手続にかかる司法審査に関し

ても指摘されてきましたが、この更新手続の司法審査は全国で年間１３６件（平成２

７年）に留まっており、一時保護の件数とは桁違いのものです。

仮に、現体制のままで、年間数千件に及ぶ一時保護について司法審査が導入される

と、それが児童相談所の業務全般に与える負の影響は計り知れないものがあります。

３ 求められる人的・組織体制

一時保護に司法審査を導入するにあたっては、少なくとも、以下の人的・組織体制
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の整備が必要であり、司法審査の導入の前提として、その体制整備を確実に図ってい

く必要があります。

(1) 増加する業務量の想定に基づいたソーシャルワーカーの増員

一時保護に司法審査を導入するにあたっては、その制度設計に基づき、それに

よって業務量がどの程度増加するかを具体的に見積もり、それに応じたソーシャ

ルワーカーの増員が不可欠です。

(2) リーガルサービス専門チームの創設

また、組織体制としても、一時保護に司法審査を導入する際には、司法審査手

続を中心的・専門的に担うリーガルサービス専門チームの創設が必要になります。

児童福祉法２８条の承認手続、・同更新手続、親権制限（喪失・停止）、臨検・

捜索等の手続を含め、いずれにしても司法関与場面が確実に増加していく中で、

ソーシャルワーカーが日常のケースワークを行いながら、特殊な専門性が求めら

れる法的手続の準備をしたり、手続参加することには無理があり、それらの法的

手続を中心的・専門的に担うチームが不可欠です。

この点、平成２８年児童福祉法改正により「児童相談所への弁護士の配置が又

はこれに準ずる措置」が求められていますが、その採用・配置の形態はともかく

も、弁護士が同チームの一員となり、日常的・即時的に弁護士の援助を受けるこ

とができる体制の整備が不可欠です。

(3) 専門チームによる役割分担

また、これまでも指摘されてきましたが、虐待対応のソーシャルワーカーが、

安全確認、調査、緊急保護、在宅支援サービス、親子分離等の裁判手続、親子分

離後の再統合支援サービス等の全ての業務を担わなければならないという体制に

は無理があります。

ソーシャルワーカーの人員増と共に、イギリスをはじめ、諸外国で採用されて

いるように、

① 調査手続と緊急保護等を担当するチャイルドプロテクションチーム、

② チーム横断的な共同のリスクアセスメント・ニーズアセスメントを経て、

③ 在宅ケースについて、子ども・家族のモニタリング・支援プランを策定し、

モニタリングや支援サービスを提供するチーム、

④ 親子分離ケース（一時保護を含む）について、子ども・家族の総合的なア

セスメントに基づいて、家庭復帰に向けた支援プラン、パーマネンシープ

ラン・ケアプランを策定し、支援サービスを提供するチーム、
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⑤ プランの見直し（レビュー）を担当するチーム、

⑥ 養子縁組、里親等に対し支援サービスを提供するチーム

等の専門チームによる役割分担体制を構築する必要があります。

４ 体制整備に向けてのロードマップ作成の必要性

(1) 以上のとおり、①一時保護の件数の膨大さ、②現在の児童虐待防止の取組にお

いて、子どもの生命身体の安全確保のために一時保護が果たしている役割の重要

性、③今後も一時保護は増加せざるを得ない状況にあると思われること、④現在

の児童相談所の業務量は飽和状態にあり、児童相談所の人的・組織体制の不足・

不十分さは明らかであること等の諸点に照らして、一時保護への司法審査の導入

にあたっては、その導入によって、一時保護が抑制されることがないよう（むし

ろ、より効果的に活用されるよう）、児童相談所の人的体制・組織体制の整備が不

可欠であると考えるものです。

(2) もちろん、児童相談所の人的体制・組織体制の整備には、相当の予算と人材が

必要となりますが、明確な準備期間・移行期間を設定し、現在の一時保護制度の

運用状況を詳細に調査・検証することにより、司法審査導入によって予想される

業務量の増大や業務内容の質的変化を正確に見積もり、ロードマップを作成し、

明確な目的意識をもって体制整備を確実・着実に行っていく必要があると考えま

す。

第２ 親権者の同意がなく２ヶ月を超える一時保護についてのみ司法審査を導

入する案について

１ 「児童福祉審議会の意見を聴く手続」（児童福祉法第３３条５項）についての調

査・検証の必要性

(1) 親権者の同意がなく２ヶ月を超える一時保護については、既に、平成２３年の

児童福祉法改正により、「都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならな

い」との制度が導入されています（児童福祉法第３３条５項）。

確かに、「親権者の同意がなく」「２ヶ月を超える」一時保護に司法審査の対象

を限定すれば、対象件数はかなり限定にされることになり、実務的にも、現在行

われている「児童福祉審議会の意見を聴く手続」を「司法審査の申立」に切り替

えれば良いということになってきます。

(2) しかし、この「児童福祉審議会の意見を聴く」制度以上に、司法審査導入の必
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要性・ニーズがあるのかという点については十分な検証が必要となります。

そのためには、現在の「児童福祉審議会の意見を聴く制度」の運用の実態（件

数、事案の特徴、手続実態、結果等）、それが期待された機能を果たしているの

か等についての詳細な調査・検証が必要となります。

また、同制度の導入が、児童相談所の業務全般にどのような影響を与えたか、

業務量や質にどのような変化をもたらしたか、他の支援業務等への影響等につい

ても、慎重な調査・検証が必要であると考えます。

(3) 更に、あくまでも行政機構内部の手続である「児童福祉審議会に意見を聴く手

続」と、「司法審査を求める手続」では、当然のことながら、児童相談所に求め

られる業務量や負担感には大きな差が出てきますので、その点についても検証・

検討が必要となります。

いずれにしても、しっかりとした調査、検証を行った上で、それに応じた、人

的体制・組織体制の整備が必要であることには、第１で述べた点と違いはありま

せん。

２ 司法審査導入の意義について

(1) ただ、ここで問題となるのは、司法審査の対象を「親権者の同意がなく２ヶ月

を超える一時保護」にまで限定してしまうと、そもそも、司法審査導入の本来の意

義が失われてしまうのではないかという点です。

上記のとおり、司法審査導入の本来の意義は、一時保護の適法性担保（不当な人

権侵害の防止）と強制力・実効性確保という点にありますが、２ヶ月という長期の

一時保護のみを対象とするのでは、その本来の意義は乏しくなり、導入の意義・目

的は、むしろ「２ヶ月以上の長期化を防止・抑制する」という点に変化し、限定さ

れてきます。

(2) すなわち、親権者の同意なく２ヶ月を超える一時保護ケースは、基本的に、

① 児童福祉法２８条の家庭裁判所への承認手続の申立を既に行っているが、現

在審判手続中で未だ決定が出ていないため、一時保護状態が続いている、

② 児童福祉法２８条の家庭裁判所への承認手続の申立を予定しているが、その

準備が間に合わず２ヶ月を経過した、

③ 児童福祉法２８条の家庭裁判所の承認を得ることが容易ではないと予想され

るため、施設入所等について親の同意を得ようとしているが、同意が得られ

ないままに２ヶ月が経過してしまった、
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④ 家庭復帰を予定しているが、復帰条件についての親の抵抗・受入の悪さ、親

支援を行うソーシャルワーカーの不足等が原因となって、復帰条件や復帰後

のモニタリング・支援体制の調整ができず、復帰が実行できないまま２ヶ月

が経過してしまった、

等の事案です。

このうち、①については、２８条審判の保全処分的に一時保護が利用されてい

るケースで、一時保護自体の必要性・適法性について司法審査を行う実益は既に

失われています。むしろ、一時保護の継続ではなく、２８条審判の審判前保全処

分を利用すべきではないかとの議論が必要になるケースです。

また、②については、仮に一時保護段階で司法審査を行ったとしても、その後

すぐに２８条申立を行うことになるため、二度手間になってしまいます。そのた

め、児童相談所は、二度手間を避けるために、準備を急いで、多少無理をしてで

も、２ヶ月以内に２８条の申立を済ませることになるものと予想されます。そう

なると、①と同じ議論になってきます。

③④についても、司法審査制度を導入すると、児童相談所は、司法審査を避け

るために、多くのケースにおいて、２ヶ月以内に、２８条申立を行うか、家庭復

帰させるかの決断を行い、実行するようになるものと予想されます。

(3) このように具体的に見ると、「親権者の同意なく２ヶ月を越える一時保護」のみ

を対象として司法審査を導入した場合には、司法審査それ自体の意義よりも、「２

ヶ月以上の長期化を防止・抑制することにつながる」という間接的な意義・効果

が大きいものと思われます。

一時保護はあくまでも一時的・緊急的な保護を目的とする制度である以上、こ

のような間接的な意義・効果にはそれなりの価値がありますが、他方で、余りに

も対象を限定しまうことによって、上記の一時保護の適法性担保及び実効性の確

保という本来的意義は失われてしまうことになります。

３ 早期の２８条申立及び家庭復帰を可能にする人的体制・組織体制整備の必要性

(1) もう一つの問題は、現体制のままで「親権者の同意なく２ヶ月を越える一時保

護」に司法審査を導入すると、児童相談所が、司法審査を避けるために、準備不

足の状態で２８条申立を行うことになったり、復帰の条件付けや復帰後のモニタ

リング・支援体制が整わないままに家庭復帰を実行してしまうリスクが認められ

る点です。
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(2) ２８条申立が遅れる理由としては、「申立の決断に時間がかかった」「親の同意

を得る作業に時間をかけ過ぎた」「申立書の作成やケース記録の整理や証拠の確

保・整理に時間がかかった」、「弁護士との連携に手間取った」等の理由が考えら

れますが、いずれも、その人的体制の不足や専門的支援体制の不十分さに主たる

原因があります。

(3) また、一時保護からの家庭復帰にあたっては、保育所等の支援サービスに確実

につなぎ、また、少なくとも、安全環境が確認されるまでの間、ソーシャルワー

カー等が相当の頻度で家庭訪問を実施する等のモニタリング・支援サービスが不

可欠です。親の受け入れの確保を含め、このような条件・支援体制が整わない状

態での家庭復帰には、死亡事件等の重大事案につながる大きなリスクを伴い、絶

対に避ける必要があります。

家庭復帰後の支援体制の整備が困難な理由は、一時保護中及び家庭復帰後の親

対応・親支援を担当するソーシャルワーカーの人的体制の不足・専門体制の不十

分さ、家庭復帰後に利用できる支援サービスの不足等に原因があると考えられま

す。また、市町村の要保護児童対策地域協議会との連携の困難さ・不十分さも大

きな課題として指摘することができます。

(4) 従って、「親権者の同意なく２ヶ月を超える一時保護」に司法審査を導入するに

あたっては、司法審査の申立自体に伴う業務量・負担の増大を考慮した体制整備

に加え、第１の３の繰り返しになりますが、以下の体制整備が必要となります。

① ２８条申立を迅速に行うことができるリーガルサービス専門チームの創設、

② 家庭復帰後のモニタリング・支援サービスを担うことができるソーシャルワー

カー等の人員増、

③ 一時保護中の親支援・家庭支援を中心的に担当する専門チームの創設

④ 家庭帰後に利用可能な支援サービス・資源の充実、

４ まとめ

確かに、司法審査の対象を「親権者の同意がなく２ヶ月を超える一時保護」にま

で限定することにより、現実的な導入可能性は高まり、また、一時保護の２ヶ月以

上の長期化を防止・抑制できるという効果は認められるものと思料します。

しかし、一方で、適法性の担保と強制力・実効性の確保という司法審査導入の本

来の意義は乏しくなり、ましてや、上記のような体制整備がないままの導入では、

最終的に上記のリスクを抱えた上での児童相談所の負担増だけで終わりかねませ
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ん。

従って、仮に「親権者の同意がなく２ヶ月を超える一時保護」についてのみの司

法審査を導入するとしても、上記の体制整備を行うことが不可欠な前提となります。

その上で、目標期間を設定して、導入後の検証を行いながら、着実に体制整備を進

め、本来の意義に沿った司法審査の導入につなげていく必要があると考えます。

第３ 一時保護への司法審査導入にあたっての制度設計について

１ 司法審査の対象

必要性の観点から、「同意が得られないケース」を対象とすることになると考

えます。

２ 司法審査の時期

(1) 一時保護は基本的に緊急性が認められるケースについて実施されるものです

から、実際の運用を考えると、「事後審査」にならざるを得ないものと考えます。

(2) 事後審査の時期については、①申立準備に要する合理的期間、②司法審査導

入の意義・目的、③体制の整備状況等に照らし、司法審査の対象件数をどの程

度にするのが合理的・現実的か等の観点から決定することになると思われます。

この点、対象数を減らすためには時期を遅らせば良いということになります

が、上記のとおり、遅くなればなるほど司法審査導入の本来の意義である「適

法性の担保」や「実効性の確保」という意味が失われていくことになります。

３ 一時保護の要件について

(1) 児童福祉法第３３条１項により、一時保護は「児童相談所長が必要があると

認めるとき」に実施することができると定められており、加えて、平成２８年

児童福祉法改正により、一時保護の目的について「児童の安全を迅速に確保し

適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他

の状況を把握するため」と規定されています。

こられの規定により、現在の一時保護は、子どもの安全の確保及び子どもの

状況調査・環境調査を目的として、児童相談所長の裁量的判断により柔軟に実

施できる制度となっていますが、その反面、要件が必ずしも明確でないため、

実効性・強制力に疑問が生じるケースが生じています。

一時保護について司法審査を行うためには、少なくとも、審査の対象を明確

にする必要があり、一時保護要件の明確化が必要となります。
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(2) 一時保護要件の明確化に際しては、実際にどのようなケースについて一時保

護が実施されているのか、どのようなケースについて一時保護が必要であるか

等についての、詳細なる実態調査や検証が必要になると思われます。

具体的には、①「生命・身体への重大な危害の恐れ」、「緊急の保護の必要性」

を要件とするか、②リスクの高いケースについて、調査目的の一時保護を可能

にするための要件は、④リスクの高いネグレクトケースについて、一時保護を

実施しやすい要件化がありうるか、⑤ハイリスク妊婦の出産後・退院前の一時

保護のように、現時点において具体的な虐待事実はないが、親の特性や客観的

なリスク要因から、少なくとも一時的に分離した上での支援が必要と思われる

ケースについて一時保護を可能にする要件はどのようなものか、⑥虐待調査に

おける、親による子どもに対するアクセス拒否のみを理由とする一時保護が認

められるか等の論点についての検討が必要であると思われます。

更に、事後審査の時期が遅くなる場合には、「一時保護の実行要件の有無」だ

けでなく、「一時保護を継続することの正当性」が、司法審査の対象となるもの

と考えられますので、その要件化が必要となります。

４ 申立・司法審査の手続について

一時保護の性質上、申立手続についても、相当程度の簡易化・簡略化が図られ

るべきものと思料します。

審査手続については、原則として、申立人である児童相談所側のヒヤリングの

みで、親及び子どものヒヤリングは不要であると考えます。

５ 有効期間及び更新手続について

司法審査の効果として、一時保護期間（一時保護開始日から起算した有効期間）

を定めることになるものと思われます。

これを現状の２ヶ月とするのか、それより短い期間を定めるのかの検討が必要と

なります。

また、当然ことながら、更新手続についても、司法審査を要することになります。

６ 不服申立権について

司法審査導入の本来の意義、及び、審査査手続において親及び子どものヒヤリ

ングは不要と考える以上、親による不服申立権を認める必要があります。

不服申立の方法及び手続についての検討が必要ですが、その際には、現在可能
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である一時保護に対する行政不服申立、取消訴訟との関係をどのようにするかが

問題となります。

７ 児童相談所の調査権限について

一時保護への司法審査導入に対しては、児童相談所の調査権限を強化する必要

があり、少なくとも、児童相談所からの調査・照会に対する、関係機関の応答・

回答義務を法律で明記する必要があるものと思料されます。

第４ 司法審査導入にあたっての裁判所の体制整備について

以上、児童相談所側の体制整備を中心に一時保護への司法審査導入の前提条件に

ついて述べてきましたが、受ける側である裁判所側についても、その体制整備が必

要となることはいうまでもありません。

管轄裁判所は、求められる専門性から家庭裁判所とならざるを得ないものと思料

しますが、一時保護への司法審査を導入した場合には、いかに対象件数を絞ったと

しても、相当な件数増となることが予想されます。

後見事件、離婚事件、子の監護に関する事件等の増加により、飽和状態にある家

庭裁判所が、現在の体制で対応することには、その専門性の問題も含めて、無理が

あると思います。

一時保護への司法審査を導入するにあたっては、家庭裁判所についても、その人

員増と共に、虐待対応についての専門部署の設置等の専門的体制の整備が不可欠と

なります。

以 上
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平成 28 年 8 月 

山田提出資料 

1．建付けの改築 
（１）三権分立を保つことと司法と行政が連携すること：ドイツの考え方 
行政機関である少年局（註：日本の児童相談所に相応）だけで児童虐待に対応するのでは

なく、司法機関としての家庭裁判所が関与し、専権的に親権の全面的又は部分的な取り上げ

について判断する利点として、法治国家の基本原則としての権力分立の尊重、そして行政と

司法の明確な役割分担が挙げられる。少年局は、親による子の養育に助言を与え、必要な支

援を行い、児童虐待の予防に努める責任を負っている。そして、少年局は、早い段階から直

接親と接触して養育支援をしているため、客観的かつ中立的な立場で親に対して強制措置を

命ずることは難しい。それに対して、家庭裁判所は、「法とは何か」を判断すべき中立的な

立場にあり、親及び子の審問請求権を基礎とした公平な裁判を保証している。また、実務上

も、家庭裁判所は、少年局が性急に子を保護しようとする際に、歯止めをかける役割も負っ

ている（ただし、ドイツでは少年局が過度に介入するケースは少なく、むしろ予算上の制約

もあって、対応の差し控えや遅れが問題となることの方が多い）。児童虐待のような複雑な

問題では、家庭裁判所と少年局が明確に役割分担し、相互に協力することで、適切な保護措

置をとることができるといえる。 
（出典：西谷 祐子．海外調査（ドイツ）報告．海外制度調査報告書（ドイツ）．ケルン大学；

2009 年．p. 52.） 
 

（２）裁判所の関与のあり方：フランスの考え方 
育成扶助（註：日本の児童福祉法第 28 条措置に相応）では、裁判官が、当初の命令発布

だけに単発的に関わるのではなく、措置の間継続的に関与していく。裁判官は、対象となっ

た子ども及び家族の状況について定期的に報告を受け、必要に応じてさらなる決定を行う。

例えば、交流及び宿泊の権利の行使について定め又は変更する、子どもを受け入れている者

が重大な行為を行うことを許可する、相談支援の担当者を変更する、入所施設を変更する等

の決定である。裁判官はいわば自らが下した育成措置の決定の効果がどのようであるかを自

ら見届けるのであり、個別の判決を行う限りで事案に関わりをもつのを原則とする通常の裁

判官の働き方とは異なっている。このような育成扶助の対象となった子どもに対する裁判官

の継続的な関わりについては、民法だけではなく、家族社会事業法上も明らかとされている。 
（出典：久保野 恵美子．外国法調査報告書－イギリス及びフランス－．東北大学大学院法

学研究科．海外制度調査報告書（イギリス及びフランス）．仙台：東北大学大学院；2009 
年．p. 17.） 
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2．注目すべき海外の制度 
（１）一時保護措置：ドイツ 
少年局は、児童及び青少年の福祉が急迫の危険にさらされていれば、親の同意又は家庭裁

判所の関与がなくても、行政行為の一つとして、子を緊急かつ一時的に保護することができ

る。この初動措置（erster Zugriff）としての一時保護においては、少年局は、――通常の養

育援助措置の場合と異なって――子の居所を指定し、必要な養育等を行う権限をもつ。これ

は、行政による親権への介入を意味し、基本法上、親が優先的な養育の権利義務をもつこと

の重大な例外となる。それゆえ、少年局の一時保護措置は、親の同意、あるいは司法機関で

ある家庭裁判所の決定によって正当化される必要がある。そこで、少年局は、一時保護につ

いて遅滞なく親権者に通知しなければならず、親権者が子の保護措置に異議を述べたときに

は、直ちに子を返還するか、あるいは家庭裁判所に保護措置を申し立てなければならない。 
少年局による一時保護は、あくまで暫定的なものであり、数日～2 週間程度継続すること

はありうるが（一般には 2 週間が限度であるとされる）、数ヶ月継続する場合には違法とさ

れる。 
少年局による一時保護が認められるのは、次の①～③の場合である。すなわち、①児童又

は青少年が自ら保護を求めた場合、②児童又は青少年の福祉に対する急迫の危険のために、

子の保護が必要とされており、しかも(a)監護権者が異議を唱えていない場合又は(b)家庭裁

判所の決定を適時に得ることができない場合、あるいは③外国人である児童又は青少年が単

独でドイツに来ており、ドイツ国内に監護権者も養育権者も存在しない場合である。特に重

要であるのは、①と②である。 
少年局は、一時保護措置のために、子を適切な人（緊急養育人[Bereitschaftspflegeeltern]、
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隣人、友人、親権をもたない親など）、あるいは社会福祉施設その他の居住施設（少年及び

青少年保護施設、女子施設、その他の養育施設）に託置する権限をもつ。一時保護施設をも

つ少年局では（ヴュルツブルクなど）、そこで子を保護することもある。これは、少年局が

一時保護に関して、子の居所指定権をもつことを意味する。 
（出典：西谷 祐子．海外調査（ドイツ）報告．海外制度調査報告書（ドイツ）．ケルン大学；

2009 年．p. 36-38.） 
 
（２）親権制限：フランス 
児童が虐待されているときには、性的虐待等の特に深刻な事例を除いては、まずは育成扶

助が用いられる。育成扶助は、親権者に親権を維持させたまま、裁判官の継続的関与のもと

に、在宅で支援を行うか、子どもを家庭から引き離して施設等に預けつつその家庭復帰を目

指すもので、そのような目的に合致する限度で、最低限の決定権限等が子どもを預かる者ら

に認められている。 
育成扶助措置がなされているが、家庭復帰の見込みのもとでの親権者との信頼関係が崩れ

たときには、次のような要件にしたがって、委譲、遺棄宣言、取上げ等が考えられることに

なる。すなわち、親の明白な無関心が続けば、裁判によって親権が子ども預かる施設、里親

等に委譲される理由となり、明白な無関心が１年以上継続すれば、原則として遺棄宣言が可

能となる。親が交流、訪問、宿泊等の育成扶助中に保持する権利を２年以上継続的に行使し

ない又は義務を果たさないときには、親権の取上げの事由になる。このうち、遺棄宣言又は

親権の取上げの言い渡しがなされた場合には、対象となった子どもは、父母による同意によ

らずに、養子となりうることになる。 
委譲と育成扶助を比べれば、育成扶助では未成年者が第三者等に預けられる場合であって

も親が親権を保持し、裁判官が関与して継続的に親権の行使を調整するのに対して、委譲で

は、親権の行使が親から子どもを預かる者等に移転するという違いがある。委譲と取上げは、

親が親権を行使できなくなる効果を有する点では共通であるが、親の側から失われるのが親

権の行使にとどまるのか、親権自体なのかという違いがある。また、委譲は一時的な何らか

の状況に対応するために親権を移すものの状況が変われば親に親権が戻されることを想定

した時限的なものと解されるのに対して、取上げは、権利の回復請求の制度はあるものの、

一時的ではないことが特徴とされる。親権が取り上げられるときには、養子による親子関係

の切断につながることが多いというように、取上げは重大な効果を伴う最後の手段と捉えら

れている。手続的にも、育成扶助は少年係裁判官の、委譲は家事事件裁判官の単独事件であ

るのに対して、取上げは大審裁判所の合議事件であるという相違がある。対象となる子が養

子の対象となる点で親権の取上げと同様の効果を有する遺棄宣告を管轄するのも、やはり大

審裁判所である。 
（出典：久保野 恵美子．外国法調査報告書－イギリス及びフランス－．東北大学大学院法

学研究科．海外制度調査報告書（イギリス及びフランス）．仙台：東北大学大学院；2009 
年．p. 15-16.） 
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（３）受療命令：イギリス 
１）ケア命令（註：日本の児童福祉法第 28 条措置に『受療命令』を加えたような制度） 
ケア命令は、同意を基礎とする行政的な保護措置では限界があるときに、地方当局（註：

日本の児童相談所に相応）が裁判所に申立てをし、強制的に保護措置を行うものである。命

令がなされると、対象となった児童は申し立てをした地方当局の責任のもとに置かれ、多く

は家庭から分離されて里親に委託される又は施設に入所することになる。 
ケア命令は、国家による家庭への強制介入であると位置づけられ、その要件は厳格かつ詳

細に定められている。「児童が重大な危害を現に被っているか、又は被りそうである」こと

が要件とされるが、その状態が、命令がなされなければ与えられるものと想定されるケアが、

当該児童に対して親が与えるよう合理的に期待されるようなケアには当たらないこと、又は

当該児童がその親のコントロールを超えていることに起因するものであることが求められ

る。この要件に含まれている個々の語の解釈もまた条文に定められている。「危害」とは、

不当な扱い、もしくは健康又は発達の侵害を、「発達」とは、身体的、知的、情緒的、社会

的又は行動的発達を、「健康」とは、身体的又は精神的健康を意味し、「不当な扱い」とは、

性的虐待及び身体的でない種類の不当な扱いを含むとされる。危害が「重大」であるか否か

が子の健康又は発達によって判断されるときには、その健康又は発達は、同様の子に対して

合理的に期待されるようなものと比較されるものとされる。 
ケア命令の要件は、親の側の意図又は行為ではなく子の側の状態が基準とされており、ま

た、合理的に期待される客観的な水準を問うことによって、親によって与えられるケアや子

どもの健康、発達の程度について、道徳的又は恣意的な判断がなされないように定められて

いる。 
ケア命令がなされると、対象児童を受け入れた地方当局に親責任（註：日本の親権に相応）

が付与され、地方当局と親とが共に親責任者（註：日本の親権者に相応）となる。親の有す

る親責任は維持されるため、子どもが地方当局のケアのもとにあっても、親はなお子どもの

福祉を保護促進するためにその状況において合理的なことをなす権限を保持し、その財産に

対する制定法下のその他の親の権利、義務、権限、責任を維持する。例えば、教育や医療措

置について決定することが考えられる。他方で、ケア命令の間は、地方当局は、子の福祉を

保護し促進するために必要な限りで、親が親責任を行使する範囲を決定できるが、宗教の変

更、養子への同意、姓の変更、国外への連れ出し、後見人の選任をする権限はないとされる。

これらの規定からは、具体的に、どのように地方当局と親の親責任の行使が調整されるのか

は理解しがたい。しかし、地方当局が親責任の行使についてコントロールできるということ

であり、明文上の例外事項を除けば、地方当局が親責任者としての権限を全面的に単独で行

使することも可能であると考えられる。逆に、それだけの重大な介入であることを前提とし

て「重大な危害」という厳格な要件が設定されているのである。面会については、別に、そ

の重要性を反映した定めが置かれている。地方当局は、ケアに付された児童とその親との面

会を許すのが原則であり、拒む場合には裁判所へ申立をする必要がある。緊急の場合で子の

福祉のために必要なときには裁判所の許可を得ずに面会の拒否ができるが、それが許される

期間は 7 日以内に限られる。 
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ケア命令は原則として対象児童が 18 歳に至るまで継続する。ただし、何者かが居所命令

を得た場合、養子又は養子のための託置命令がなされたときには、終了する。 
 

２）スーパービジョン命令（註：日本で将来新設されるであろう『在宅措置』に相応） 
ケア命令と同様に地方当局の申立に応じてなされる裁判所命令であり、監督者（地方当局

又は保護観察官）が、児童に対して、助言及び援助を行なうことを内容とするものである。

要件は、ケア命令と同じである。 
スーパービジョン命令がなされても、地方当局及び監督者に親責任が与えられることはな

い。しかし、親責任者は 1989 年児童法に基づく命令と両立しない仕方で行動する権利はな

いため、監督者が行う助言及び指導を妨げることはできない。監督者は、助言及び指導とし

て、児童に対して住む場所の指定や活動への参加を指示できる。親責任者は、監督者に求め

られたときには子の住所を監督者に知らせなければならず、監督者による児童の訪問を許さ

なければならない。これに反して親責任者が監督者の訪問を拒むときには、監督者は住居に

立ち入って児童を探すための令状を申し立て、警察の援助を受けることができる。 
スーパービジョン命令には、監督者が、対象児童の親責任者に対して、児童に対する指導

への協力や親責任者自身の一定の活動への参加を要求できる旨を定めることができるが、こ

れらの要求を命令に含めるためには、対象となる親責任者の同意が必要とされる。 
スーパービジョン命令は短期間であることが予定されており、原則として１年間又はそれ

より短い期間で発令され、延長される場合であっても、最長で当初の命令の開始時点から３

年間に限られる。 
（出典：久保野 恵美子．外国法調査報告書－イギリス及びフランス－．東北大学大学院法

学研究科．海外制度調査報告書（イギリス及びフランス）．仙台：東北大学大学院；2009
年．p. 24-25.） 

 
3．底流するパーマネンシーの概念 
（１）パーマネンシー・プランニング 
パーマネンシー・プランニングは、アメリカの連邦法で定められている制度である。これ

の第一目標は家庭維持（元の家庭のまま在宅指導）、第二目標は家族再統合、第三目標が特

別養子縁組、第四目標が社会自立、である。 
（出典：桐野 由美子．里親支援機関の日米比較―日本の進むべき方向性を考える．養子と

里親を考える会「新しい家族」．2011;54:106-111．） 
 
また、A. N. Malucci の定義によれば、パーマネンシー・プランニングとは、「短い限定さ

れた時間内で子どもが家族と生活することを援助するための計画された一連の目標志向活

動を遂行する組織的なプロセスである。家族との生活は、実父母あるいはケアを行っている

者との関係の継続および人生を通しての関係確立の機会を提供するもの」である。 
（野沢 正子．児童福祉の方法原理：子どもの権利条約及びパーマネンシー・プランニング

の 意 義 と 特 質 ． 2000 年 ． p. 67 ． Available from: http://repository.osakafu-
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u.ac.jp/dspace/bitstream/10466/6832/1/2009000931.pdf [Accessed 31st July 2016].） 
 

以下、2012 年 11 月 18 日(日)に開催された愛の手運動 50 周年記念事業「アメリカの子

どもたちを支える里親たち」における尾崎 京子氏（前 New Alternatives for Children  
(NAC) 里親・養子縁組ソーシャルワーク・スーパーバイザー、在アメリカ）の講演記録か

ら「パーマネンシー」に関する部分と里親委託までの流れに関する部分を引用する。 
 
（２）パーマネンシーとは 
パーマネンシーとは何か、日本語で直訳すると、「永続性」とか、「恒久性」という意味で

す。逆の言葉は、一時的、ころころ変わるとか定まっていないとでも言えます。子どもにと

って最も永続的な家族、それは生みの親ときょうだいです。生みの親のところできょうだい

と仲良く幸せに、安全にくらしていくのが一番です。しかし、残念ながら全ての子どもが生

みの親の元で、安全に、健やかに暮らせるわけではありません。虐待やネグレクトのため、

安全ではないと判断された場合、子どもは、家庭から引き離されることになる。フォスター

ケアは、子どもの安全のため、パーマネンシーが犠牲になった状況とも言えます。 
危険な状況から救い出されて、安全な里親の家で暮らせるようになったら、そこで話が終

わるわけではないんです。子どもからすると、親元に帰れるのがいつになるのかも分からな

いし、ここにずっといるかもしれないし、他の里親のところに連れて行かれるかもしれない。

何も確定していないこの状況は子どもにとって大きなストレスになります。フォスターケア

は一時的な措置であって、永遠に続くものではありません。 
アメリカの里親業務の基本は、このフォスターケアのダメージをいかに最小限に抑えるか、

そしてその措置期間をいかに最短で納めるか努力を重ねるところにあります。 
子どもが引き離されるとき、親は親戚の中で誰か子どもを預かってくれる人がいないかど

うか、必ず尋ねられます。血のつながりがなくても、知人や友人など、子どもが知っている

人も、里親候補として考慮に入れられます。この優先順位も子どもが自分の家族内でとどま

れるよう、パーマネンシーに配慮されたものです。 
アメリカの里親制度を語るに当たって、避けて通れない政策に、「Adoption and Safe 

Families Act」通称 ASFA があります。1997 年クリントン大統領によって、サインがされ

ました。この法律ができる前、家族再統合を目指したものの、親の改善の乏しいまま、子ど

もは家に帰ることもできず、養子にもなれず、何人もの里親の元をたらい回しになる風潮が

ありました。最終的な行き場が定まらず、家に戻れることを願いながら、短い子ども時代を

さまよい続ける子どもたち。この現象は「フォスターケア・ドリフト」と呼ばれ、問題視さ

れていました。 
ASFA は親子の再統合を目指しつつも、子どものパーマネンシーを最優先させるために作

られました。具体的に言うと、生みの親に明確なデッド・ラインが課せられた。子どもがフ

ォスターケアに入って、15 ヶ月間状況が改善されなかった場合、里親機関は、親権停止の

申し立てをする義務が課せられた。また、ASFA は、Concurrent Planning と呼ばれる概念

を生みました。 
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Concurrent は、並行とか、同時にと言う意味です。家族再統合という最善のゴールを目

指しつつ、同時に養子縁組をしてくれる相手を探したり、親戚の中で後見人になってくれる

方を探したり、いわゆるバックアッププランを同時進行ですすめていくことが求められるよ

うになりました。 
 

（３）里親委託までの流れ（アメリカ合衆国の場合） 
子どもが里親に委託されるほとんどのケースの背景に、虐待とネグレクトがあります。

NAC の子どもたちはほぼ全員が虐待かネグレクトのため、強制的に親から引き離された子

どもたちです。 
ニューヨーク市では、「Administration for Children’s Services」通称 ACS という児童

保護局があり、市民からの通報を受け、虐待もしくはネグレクトの調査を行います。 
まず通報がされると、通常 24 時間以内に児童保護スペシャリストと呼ばれる、いわば虐

待・ネグレクトの調査官が家庭訪問し、学校や医師から情報を集め、子どもの安否を確認し

ます。 
子どもが危機に瀕していると判断された場合、引き離しの前にセーフティ・カンファレン

スと呼ばれるミーティングが開かれます。このミーティングでは、生みの親と ACS がオー

プンに何が問題なのか、子どもが家にとどまり続ける危険性は何なのか、子どもを危険から

守れる資源はあるのかなどをオープンに話し合い、親子分離するか、それともそのまま見守

りを続けるかの判断を下します。 
このセーフティ・カンファレンスで親子を分離せざるを得ないという判断がなされた場合、

児童保護スペシャリストは家庭裁判所に行き、虐待・ネグレクトの申し立てをし、親子分離

が必要な子どもがいることを報告、引き離しの承認を求めます。ここがアメリカと日本の大

きな違いです。日本では家庭裁判所が関わることはまれですが、アメリカの里親制度は、家

庭裁判所に始まり、家庭裁判所に終わります。大きな決断は全て、裁判所の承認が必要です。 
例えば、親子面会の頻度、場所などは裁判官の承認が無い限りは変更できません。また家

族再統合を目指すのか、それとも養子縁組を目指すのか、「パーマネンシー・プラン」と呼

ばれますが、子どもの長期的な居場所を承認するのも裁判所です。裁判所から分離承認を受

けた児童保護スペシャリストは子どもを引き取りに家庭に向かい、一時保護所に連れて行き

ます。 
ACS はニューヨーク市にある里親機関に連絡をし、里親を探します。連絡を受けた里親

機関は、自分がもつ里親リストから適切な里親を探し出し、ACS はニューヨーク市に受け

入れる里親がいることを報告し、ケースを正式に受理することになります。 
（出典：尾崎 京子．アメリカの子どもたちを支える里親たち．はーもにい．2012；No.107： 

H24 年 12 月 17 日号．Available from: http://www5f.biglobe.ne.jp/~ainote/siryou/hamo-
ozaki-1.html [Accessed 31st July 2016].） 
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4．日本の課題 
（１）米国の「フォスターケア・ドリフト」より仏国の「親の無関心」の方が問題 
入所児童の平均在籍期間は 4.6 年ですが、10 年以上の在籍期間の児童が 10.9％となって

いる。Available from: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/01.html 
[Accessed 31st July 2016]. 
 
（２）刑の一部執行猶予制度が導入されたが、適用できる事件が少なすぎる。 
 平成 26 年度（4 月～翌年 3 月）の全国児童相談所児童虐待相談対応件数は 88,931 件、全

国市町村児童虐待相談対応件数 87,694 件、平成 26 年（1 月～12 月）の全国の警察検挙数

は 698 件であった。 
全国で児童虐待相談対応を受けた子どもたちは、88,931 件＋87,694 件＝176,625 件。重

複が 2 割程度あるとしても、平成 26 年度に 14 万人以上の子どもたちが相談対応を受けて

いたこととなる。厚生労働省統計と警察庁統計では 3 ヶ月間のずれが生じているが、大まか

に計算すると、検挙率は 0.5%に過ぎない。そのうち起訴され、公判請求される事件はさら

に少ない。 
平成 28 年 6 月に「刑の一部執行猶予制度」が始まったが、上記の通り、適用される児童

虐待事件は極めて少ない。 
従って、表 1．のように、刑事裁判は少年審判に倣った制度として、家庭裁判所から『受

療命令』を発出できるようにすべきではないか。 
 
（３）日本の児童虐待対応における児童相談所と家庭裁判所の協力関係図 
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ポートランド視察ツアーの報告（簡略版）

山田提出資料

☆ Juvenile Justice Centerに詰めている地方検事によると：
1．Juvenile Justice Centerで審判される事件
（1）Delinquency Cases（少年非行による刑事事件）
（2）Dependency Cases（保護・扶養事案）

ただし、性虐待や外傷の生じた身体的虐待など、加害者が刑事訴訟の被告人にな

っている事件では、その被害児の Dependencyは、ポートランドのダウンタウンにあ
るMultnomah County Courthouseで審判される。ちなみに、そのような場合、加害者
の刑事訴訟と被害児の Dependency とは、同じ地方検事（CAT 所属）が担当する。
なお、CAT (Child Abuse Team)に所属する地方検事は、ダウンタウンに位置する

Multnomah County Courthouse内の地方検事事務所ではなく、郊外にあるMultnomah
County MDT Building (Multidisciplinary Child Abuse Center)に詰めている。

2．Permanency Planning
（1）在宅措置による家庭維持や分離後の親子再統合が不可能と判断された場合、次の 3

種類の Permanency Planningが検討される。
① Adoption（特別養子縁組）：Dependencyの審判で Termination of Parental Rights（親
権喪失）が決定された後、Adoption が決定される。Adoption 成立後も、養親に対す
る経済支援は、州政府によって継続される。

ただし、この間に、親子再統合のための各種プログラムの提供や、養親候補者の

選定、養親候補者と養子との関係性構築が同時並行(Concurrent Planning)で進められ
る。

Adoption の場合、実親と子どもとの関係は原則として閉ざされるが、最近では、
養親と実親との間の契約を通して、子どもと実親との通信や面会交流が認められる

Open Adoptionが進んできている。
② Legal Guardian（未成年後見人）：一定期間、家庭裁判所（少年裁判所）が監督を続
けた後、Legal Guradianが選任される。Legal Guradianの多くは親族。Legal Guardian
の場合、実親の Parental Rightsは維持されるが、監護権等は Legal Guardianに移譲さ
れる。Department of Human Services (DHS)の監督下からは外されるが、州政府によ
る経済支援は継続される。

子どもがティーンエイジャーの場合などは、実親との関係が消失することを子ど

も本人が望まない場合も多く、そのようなときには、②の Legal Guardian や③の
Permanet Foster Careが選択される。
ただし、Legal Gurdianの場合、DHSの監督から外れるため、いつの間にか、実親

の元に子どもが帰されていることが多く、子どもが危害を被るリスクを伴うため、

Adoptionよりも下位の Permanency Planningとして位置づけられている。
③ Permanent Foster Care：養子の障害が重く、養親の負担が重くなりすぎる場合など
は、DHS が関与し続けることの方が子どもの福祉に沿えると判断され、Permanent
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Foster Careが選択される。
DHSの監督が継続されるため、当然ながら、経済支援も継続される。

3．Termination of Parental Rights
（1）Standard of Proof
①刑事訴訟では、proof beyond reasonable doubtが要求される。
②民事訴訟には、

（イ）preponderance of evidence：真実ではないというよりは真実らしいという程度
の証明でよい場合

（ロ）clear and convincing proof：明確で説得力のある証明が必要とされる場合
とがあり、Termination of Parental Rightsには（ロ）が要求される。

（2）Adoptionには Termination of Parental Rightsが必要。
一方、Legal Guardianや Permanent Foster Careに Termination of Parental Rightsは不

要。

（3）Termination of Parental Rightsに要求される clear and convincing proof
以下の 4点すべてが clear and convincing proofの水準で証明されなければならない。
①実親の不適格性の証明

②子どもが受けた被害の深刻さの証明

単回性でもその 1 回が極めて深刻、もしくは、1 回 1 回がそれほどでなくとも継
続することによる深刻さの証明

③親子再統合の不可能性の証明

再統合の努力をし続ければ、再統合の可能性があるとしても、それに時間がかか

りすぎる場合は、親子再統合不可能と判断される。

④ Termination of Parental Rightsが子どもの最善の利益と判断されることの証明

4．余談
☆ポートランドのダウンタウンに位置するMultnomah County Courthouse内にある地方検
事事務所(District Attorney's Office)所長によると：
①Multnomah County MDT Building (Multidisciplinary Child Abuse Center) の CAT
(Child Abuse Team)に所属する地方検事には、検察官(Prosecutor)として 10年以上の
キャリアを有し、Child Abuse以外の Family Violence（DV等）の専門地方検事を経
験した者のみが任命される。

☆ CATに所属する 4人の地方検事のリーダー検事によると：
②ここ数代のMultnomah County District Attorney's Officeの所長は全員、CATの出身者
で、CAT は地方検事の出世コースになっている。そのくらい、地方検事にとって、
子ども虐待事件は高い専門性を要求される任務であり、地方検事の職務の中でもと

りわけ重要なものとみなされている。
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Oregon Department of Human Services (/DHS/Pages/index.aspx) / Children
(/DHS/CHILDREN/Pages/index.aspx) / Child Abuse

Child Protective Services (CPS)

CPS Responds to Child Abuse Reports
CPS responds to child abuse reports. CPS-trained caseworkers across the state listen to reports of 
abuse, assess the situations and prepare safety plans to assist children and families. CPS staff work 
closely with law enforcement agencies and other members of multidisciplinary teams in each 
county to assess child abuse reports. 

CPS and law enforcement agencies have a shared legal responsibility for taking child abuse reports 
and responding to them. The Oregon Child Abuse reporting Law, ORS 419B.005 to 419B.05D, was 
enacted in 1971 and has been updated several times. The law was designed to provide early 
identification and protection of children who have been abused. CPS or law enforcement 
intervenes when a caregiver abuses or neglects a child. When assessing abuse allegations, DHS 
and law enforcement always consider that an accident or illness may have caused a child’s injury. 

Screening 
For each call CPS receives, the process begins with screening. Information is the foundation of 
CPS assessment. 

Every report is handled by a CPS-trained worker who will make an initial determination of 
whether a report meets the guidelines that require DHS to conduct an assessment of the family. 

Reports fall into one of four categories: 

• Information only 
• Referral to other services 
• Not a situation that is child abuse or neglect 
• Possible child abuse or neglect 

Those reports that are possible abuse are further analyzed to determine whether an immediate 
response is needed. 

Assessment 
In many cases after screening, a worker with CPS training will conduct a CPS assessment. The 
worker will talk to the child, the child’s caregivers, which may include family members, and others 
involved with the child such as teachers or medical professionals.

After an assessment is completed, the information is reviewed to determine whether abuse 
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occurred and whether the child is safe. 

If a child has been abused or neglected, CPS and law enforcement staff decide, with family help if 
possible, whether the child can be safely left at home. DHS and law enforcement have the 
authority to remove a child from home if he is in immediate danger of abuse. A court order also 
can authorize DHS or law enforcement to place a child in protective custody. Less than 10 percent 
of total child abuse reports resulted in a child being removed from home and placed in relative or 
substitute care. 

A process for determining the safety of the child takes into account the type of abuse, age of the 
child, family history, protective capacity of the family and the potential for re-abuse. 

Safety plans 
When a child’s safety can be assured, the child should stay at home with his family. In order for 
the child to remain in the home, the abusing caregiver may be asked to move out or the family may 
be provided with intensive family counseling and other safety services. 

When child safety cannot be assured in the home, an out-of-home safety plan is developed. When 
this is necessary, DHS will first consider whether a relative can provide safety. 

When a child is placed in substitute care, the case is reviewed by the juvenile court within 24 
judicial hours. Then the court decides, based on the child’s safety, whether the child should be 
returned home or remain in custody. 

A caseworker will discuss concerns and potential solutions with the family and work with them to 
develop a safety plan. The plan builds on the family's strengths to meet a child's need for safety 
and attachment. This may be done in a family meeting. 

Prosecution 
DHS does not prosecute abusive parents. Only a district attorney can prosecute a crime. District 
attorneys receive reports of possible criminal behavior from law enforcement officers. 

Multi-Disciplinary Teams 
District attorneys are required to convene multidisciplinary teams to review child abuse cases. 
There are teams working in every county in Oregon. By legal mandate, they develop protocols to 
ensure the coordination of child abuse investigations. Child abuse is not just a DHS issue. The best 
way to protect children and strengthen families is through coordination of community services, 
including law enforcement, medical professionals, school officials and the district attorney. 

Addiction Recovery Teams
Addiction Recovery Teams (ART teams) provide coordinated multi-disciplinary services to 
substance abusing families referred to child protective services using a short-term crisis 
intervention model. Each team consists of an alcohol and drug counselor, an outreach worker and 
a social service specialist. They are also linked with resource providers in local communities and 
other DHS agencies. 
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The ART teams focus on family strengths and building the clean and sober support networks of 
clients to assist them with their efforts to sustain recovery from addiction to alcohol and other 
drugs. Team members assist clients with the initial response to their addiction, assessment, and 
referral to treatment as well as relapse prevention. 

Training 
CPS caseworkers must complete a comprehensive program that covers all aspects of child abuse, 
including: 

• symptoms of abuse 
• how to screen incoming reports of abuse 
• how to assess the future safety of a child 
• how to conduct an assessment of the family 
• how to interview victims, witnesses and alleged abusers 
• when to ask for law enforcement assistance 
• how to decide if abuse has actually occurred 
• how to decide if a child is safe 
• how to develop a safety plan 
• when to close a case 

In addition, all CPS supervisors and caseworkers are offered several days of in-service training to 
continually upgrade their knowledge and skill. 

Cultural awareness is a part of DHS staff training. This includes information on specific cultural 
practices that may be mistakenly labeled abuse. It also teaches staff to be aware of their own 
cultural biases and to recognize the strength each of us draws from our cultural heritage. 

Help us improve! Was this page helpful? Yes No
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一時保護の司法関与について

横田光平（同志社大学）

議論の出発点は、何のために司法関与が求められるかであるが、行政との関係で裁判所

に求められる役割は、第三者的立場から実質的当事者の法的利益を保護することである。

この点、一時保護においては問題となりうる実質的当事者の法的利益が単一ではないこ

とから、まずは問題となりうる法的利益ごとに分けて検討することが求められる。１つに

は一時保護によって子どもの自由が制限される点に着目することが考えられる（Ａ）。もう

１つは、一時保護によって子どもと親権者・未成年後見人（以下「親権者等」）が引き離さ

れる点に着目することが考えられる（Ｂ）。

（Ａ）子どもの自由制限としての一時保護

この場合、制限される子どもの自由とはいかなる自由であろうか。子どもの身体の自由

であるとすると、刑事訴訟法上の逮捕・勾留に近づけて一時保護を考えることにつながる。

触法少年の一時保護についてはこのような見方が親和的である。

身体の自由の制限ということになると、（１）身体の自由の制限はたとえ一刻でも問題で

あることから、逮捕・勾留に準じて、司法関与は可能な限り事前であることが求められ、

やむをえず事後の司法関与を認める場合も時間的猶予は厳しく限界づけられることになろ

う。

司法関与において子ども自身の手続関与を求めることも難しくなるだろう。（２）また、住

居不可侵が問題となった児童虐待防止法９条の３では「児童虐待が行われている疑いがあ

る」か否かを地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所が審査することとされていることから、

一時保護についても家庭裁判所に限らず地方裁判所、簡易裁判所が審査しうることとなる

余地がある。（３）さらに、逮捕・勾留に準じた司法関与を強調すると、警察による一時保

護への途を開くであろう。

これに対し、（４）身体の自由の制限ということで比較すると、精神保健福祉法上の措置

入院や医療保護入院、入管法上の収容については司法関与が求められていないことから、

児童福祉法上の一時保護についてのみ司法関与が求められる理由付けが必要となろう。ま

た、（５）そもそも子どもの身体の自由の制限といえるかということ自体、少年法６条の２

以下の触法少年の調査手続において「物的強制調査」のみが認められ（６条の５）、「人的

強制調査」は認められないこととなった（６条の４）経緯に鑑み、一時保護において「強

制」を認めることは少年法の調査手続の潜脱を許すこととなるため、当然に「身体の自由

の制限」を前提とすることには慎重であるべきである。子どもの身体の自由は手続法以前

にそもそも実体法において保護すべきものではないか。（６）なおこの場合、子どもの権利

条約９条は直接関係しない。

以上、子どもの身体の自由の観点からの司法関与については、（１）の観点からの実務上
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の困難性に加え、（４）（５）のような理論的課題もあり、慎重に考える必要がある。

（Ｂ）子どもと親権者等を引き離す一時保護

子どもと親権者等を引き離す点に着目すると、一時保護は児童福祉法２７条１項３号の

措置に準じて捉えられることとなる。司法関与のあり方については児童福祉法２８条１項

の審判が参考となる。２８条１項の審判が親権者等及び子どもの「互いに引き離されない」

権利の保障のための手続であるとすると、一時保護の司法関与も親権者等及び子どもの「互

いに引き離されない」権利の保障のための手続として整備されることが求められよう。（６）

子どもの権利条約９条が求めているのはこの観点からの手続保障である。

具体的にみていくと、まず（１）司法関与の事前、事後の問題については、逮捕・勾留

と同様には考えられない。あらためて一から考える必要があるが、事後の司法関与に時間

的猶予がある場合には当事者の手続関与の余地が出てくる。ただし、当事者の手続関与を

考えるにあたっては、２８条審判自体について家事事件手続法上の手続保障に不備がある

という問題がある。（２）児童福祉法２８条１項において子どもを親から引き離す判断の是

非は家庭裁判所のみが審査しうるとの立場が示されているとすると、一時保護において同

様の審査をしうるのも家庭裁判所に限られる。司法機関でありながら、違法適法ではなく

合目的的判断をこそ期待される家庭裁判所は、一時保護の司法関与に適した司法機関と評

価しうる。この観点からだけでも、適法性の判断に限定される行政訴訟は家庭裁判所の司

法関与とは代替関係になく、行政訴訟の存在は、家庭裁判所の司法関与を否定する論拠に

はなりえない。

以上からすると、家庭裁判所の審査の便宜のために、一時保護の要件を細かく規定するな

ど審査のあり方を合目的的判断から違法判断へとシフトさせることについても慎重に考え

るべきである。（３）また、子どもと親を引き離すべきかについての児童相談所の専門的判

断を家庭裁判所が合目的的観点から審査する仕組みにおいて、警察の主体的な判断の余地

については極めて慎重に考えることとなる。

まとめ

（Ａ）の考え方を否定するものではないが、検討すべき点が多々あるため今秋中という

時間的制約の下では現実的に厳しい。子どもの権利条約との関係からも、まずは（Ｂ）の

考え方を基礎として司法関与のあり方を考えるべきであろう。その上で、２８条審判から

遠い手続をとるか近い手続をとるかを具体的に検討していくこととなるのではないか。
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